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１ 防災組織 

       （１） 防災会議           （県防災企画課） 

 

① 長崎県防災会議条例 

昭和 37 年 10 月１日 

長崎県条例第 47 号 

（目   的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 15 条第８項の規定に基づ

き、長崎県防災会議（以下「防災会議」という｡）の組織及び運営に関し必要な事項を定める

ことを目的とする。 

 

（委員及び専門委員） 

第２条 知事の部内の職員のうちから指名される委員、市町の長及び消防機関の長のうちから

任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機関の役員又は職員のうちから任命される

委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから任命される委員の総

数は、47 人以内とする。 

２ 市町の長及び消防機関の長のうちから任命される委員、指定公共機関又は指定地方公共機

関の役員又は職員のうちから任命される委員並びに自主防災組織を構成する者又は学識経験

のある者のうちから任命される委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、

その前任者の残任期間とする。 

３ 前項の委員は、再任されることができる。 

４ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。 

 

（幹   事） 

第３条 防災会議に、幹事 50 人以内を置く。 

２ 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから、知事が任命する。 

３ 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。 

 

（部   会） 

第４条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。 

２ 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。 

３ 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。 

４ 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者

がその職務を代理する。 

 

（雑   則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項

は、会長が防災会議に諮って定める。 
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附 則                    

この条例は、公布の日から施行する。       

附 則（昭和 54 年条例第１号）        

この条例は、昭和 54 年 4 月 1 日から施行する。 

附 則（昭和 63 年条例第 25 号）        

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成３年条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 17 年条例第 52 号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（平成 25 年条例第３号） 

この条例は、公布の日から施行する。 
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② 長崎県防災会議運営要綱 

 

（目   的） 

第１条 この要綱は、長崎県防災会議条例（昭和 37 年長崎県条例第 47 号）第５条の規定に基づ

き、長崎県防災会議（以下「防災会議」という｡）の議事及び運営に関し、必要な事項を定め

るものとする。 

（会   議） 

第２条 防災会議は、会長において必要と認めるとき又は委員の３分の１以上の要求があったと

き会長が招集する。 

２ 防災会議は、委員の総数の３分の１以上が出席しなければこれを開くことができない。 

３ 委員は、止むを得ない事情により防災会議に出席できないときは、その代理者を出席させる

ことができる。 

４ 会長は、防災会議の議長となり、議事を整理する。 

５ 会長が会議に出席できないときは、あらかじめ会長が指名する者にその権限を委任すること

ができる。 

６ 防災会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによ

る。 

（幹 事 会） 

第３条 防災会議に幹事会を置く。 

２ 幹事会に幹事長を置き、防災企画課長の職にある幹事がこれに当たる。 

３ 幹事会は、幹事長が招集する。 

４ 幹事長は、幹事会の議長となり、議事を整理する。 

５ 幹事会は、議案の内容に応じ、幹事長が必要を認める範囲の幹事について招集することがで

きる。 

（会長の専決処分） 

第４条 防災会議が成立しないとき、又は防災会議を招集する暇がないとき、その他やむを得な

い事情により防災会議を招集することができないときは、会長は、防災会議が処理すべき事務

のうち、次の各号に掲げるものについて専決処分することができる。 

（1）災害対策本部の設置について、知事に意見を述べること 

（2）長崎県地域防災計画の要旨を公表すること 

（3）市町村地域防災計画及び指定地域市町村防災計画の作成又は修正について知事に意見を

述べること 

 （4）緊急事態の発生により早急に決定を要する事項 

 （5）その他軽易な事項 

２ 会長は､前項の規定により専決処分したときは､次の防災会議に報告しなければならない。 

（書面による決議） 

第５条 防災会議が成立しないとき、又は防災会議を招集する暇がないとき、その他やむを得な
い事情により防災会議を招集することができないときは、会長は、次の各号に掲げるものにつ
いて、書面を以って議決を行うことができる。 

  (1) 長崎県地域防災計画の作成又は修正に関する事項 
  (2) 本要綱の改正に関する事項 
２ 書面による議決は、委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。 
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（記   録） 

第６条 会長は、職員をして次の各号に掲げる事項を記載した会議録を作成させ、保管しなけれ

ばならない。 

 （1）防災会議の日時及び場所 

 （2）出席委員の氏名 

 （3）会議に付した案件 

 （4）会議の経過 

 （5）その他参考事項 

（補   則） 

第７条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は会長が定める。 

 

   附    則 

この要綱は、昭和 38 年３月 28 日から施行する。 

   附    則 

この要綱（改正）は、平成 18 年４月１日から施行する。 

   附    則 

この要綱（改正）は、平成 23 年４月１日から施行する。 

   附    則 

この要綱（改正）は、令和２年６月１日から施行する。 

 附    則 

この要綱（改正）は、令和５年４月１日から施行する。 
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③ 長崎県防災会議委員名簿 

長崎県防災会議委員名簿（69 名）  （令和 7 年 11 月 19 日現在） 

機 関 名 職  名 機 関 名 職  名 

会     長（災害対策基本法第 15 条等 2 項） 

長 崎 県 知      事   

指定地方行政機関（災害対策基本法第 15 条第５項１号委員） 18 名 

九州管区警察局 局     長 九州森林管理局 局     長 

九州厚生局長崎事務所 所     長 長崎海上保安部 部     長 

九州農政局 局     長 大阪航空局長崎空港事務所 空 港 長 

九州防衛局 局     長 九州運輸局長崎運輸支局 支  局  長 

九州地方整備局 局     長 長崎地方気象台 台     長 

九州経済産業局 総 務 企 画 部 長 長崎労働局 局     長 

九州産業保安監督部 部     長 国土地理院九州地方測量部 部 長 

福岡財務支局長崎財務事務所 所     長 
九州管区行政評価局長崎行政監

視行政相談センター 

セ ン タ ー 長 

九州総合通信局 局    長 九州地方環境事務所 所       長 

陸上自衛隊（災害対策基本法第 15 条第５項２号委員） 1 名 

陸上自衛隊第 16 普通科連隊 連 隊 長   

教育委員会（災害対策基本法第 15 条第５項３号委員） 1 名 

長崎県教育委員会 教 育 長   

警察本部（災害対策基本法第 15 条第５項４号委員） 1 名 

長崎県警察本部 本 部 長   

県 機 関（災害対策基本法第 15 条第５項５号委員） 7 名 

長 崎 県 副 知 事 長 崎 県 土 木 部 長 

  〃 危 機 管 理 部 長   〃 五 島 保 健 所 長 

  〃 総 務 部 長   〃 男女参画・女性活躍推進室長 

  〃 福 祉 保 健 部 長     

市町及び消防（災害対策基本法第 15 条第５項６号委員） 5 名 

長崎県市長会 会 長 佐世保市消防局 消 防 局 長 

長崎県町村会 会 長 (公財)長崎県消防協会 会 長 

長崎市消防局 消 防 局 長   

指定公共機関又は指定地方公共機関（災害対策基本法第 15 条第５項７号委員） 26 名 

日本銀行長崎支店 支 店 長 (一社)長崎県ＬＰガス協会 会 長 

日本赤十字社長崎県支部 事 務 局 長 (一社)長崎県バス協会 会 長 

日本放送協会長崎放送局 局 長 (公社)長崎県トラック協会 会 長 

西日本高速道路㈱九州支社 

長崎高速道路事務所 
所 長 島原鉄道㈱ 代 表 取 締 役 

九州旅客鉄道㈱長崎支社 執行役員長崎支社長 松浦鉄道㈱ 代 表 取 締 役 

西日本電信電話㈱長崎支店 支 店 長 九州旅客船協会連合会 副 会 長 

日本郵便㈱長崎中央郵便局 局 長 長崎放送㈱ 取締役報道メディア局長 

西部ガス㈱供給本部 長 崎 供 給 部 長 ㈱テレビ長崎 報 道 部 長 

日本通運㈱長崎支店 支 店 長 長崎文化放送㈱ 報 道 制 作 局 長 

九州電力㈱ 執行役員長崎支店長 ㈱長崎国際テレビ 取締 役報 道 制作 局 長 

(一社)長崎県医師会 常 任 理 事 ㈱エフエム長崎 放 送 部 長 

(一社)長崎県歯科医師会 専 務 理 事 ㈱長崎新聞社 編 集 局 長 

(公社)長崎県看護協会 専 務 理 事 (一社)長崎県建設業協会 会 長 

自主防災組織及び学識経験者（災害対策基本法第 15 条第５項８号委員） ９名 

長崎県女性防火防災クラブ連絡協議会 会 長 (公社)長崎県栄養士会 会 長 

長崎県地域婦人団体連絡協議会 会 長 (一社）長崎県助産師会 災害対策担当理事 

長崎大学 名 誉 教 授 
(特非)日本防災士会 

長崎県支部 
支 部 長 
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(福)長崎県社会福祉協議会 事 務 局 長 長崎県病院企業団 看 護 管 理 監 

(一社)長崎県薬剤師会 会 長   
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(２)災害対策本部 

（県防災企画課） 

① 長崎県災害対策本部条例 

 

昭和 37 年 10 月１日 
長 崎 県 条 例 第 4 8 号 

（目   的） 

第１条 この条例は、災害対策基本法（昭和 36 年法律第 223 号）第 23 条第８項の規定に基づ

き、長崎県災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

 

（組   織） 

第２条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、所部の職員を指導監督する。 

２ 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職

務を代理する。 

３ 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。 

 

（部） 

第３条 災害対策本部長は、必要があると認めるときは、災害対策本部に部を置くことができ

る。 

２ 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。 

３ 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。 

４ 部長は、部の事務を掌理する。 

 

（現地災害対策本部） 

第４条 現地災害対策本部に現地災害対策本部長及び現地災害対策本部員その他の職員を置き、

災害対策本部員その他の職員のうちから災害対策本部長が指名する者をもって充てる。 

２ 現地災害対策本部長は、現地災害対策本部の事務を掌理する。 

 

（雑   則） 

第５条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定め

る。 

 

    附   則 

 この条例は、公布の日から施行する。 

    附   則（平成８年条例第 27 号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 

    附   則（平成 25 年条例第３号） 

 この条例は、公布の日から施行する。 
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② 長崎県災害対策本部規程 

 

（趣   旨） 

第１条 この規程は長崎県災害対策本部条例（昭和 37 年長崎県条例第 48 号）第３条及び第４条

の規定に基づき、長崎県災害対策本部（以下「対策本部」という。）に関し必要な事項を定め

るものとする。 

（副本部長） 

第２条 災害対策副本部長（以下「副本部長」という。）は副知事をもって充てる。 

（本部長の職務代理） 

第３条 災害対策本部長（以下「本部長」という。）及び副本部長に事故があるときは、本部長

があらかじめ指名した災害対策本部員（以下「本部員」という｡）がその職務を代理する。 

（災害対策本部員及び職員） 

第４条 本部員は次の職員をもって充てる。 

 （1）危機管理対策監 

 （2）秘書・広報戦略部、総務部、企画部、地域振興部、文化観光国際部、県民生活環境部、福

祉保健部、産業労働部、水産部、農林部、土木部の部長又は局長 

 （3）出納局、交通局の局長 

 （4）教育長 

 （5）警察本部長 

２ 前項に掲げるもののほか、災害対策本部の職員（以下「本部職員」という｡）は、次の職員

をもって充てる。 

 （1）長崎県職員定数条例（昭和 24 年長崎県条例第 43 号）に定める職員 

 （2）警察職員の定員に関する条例（昭和 29 年長崎県条例第 22 号）に定める職員 

 （3）地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）附則第８条に規定する職員 

（部及び班） 

第５条 対策本部に別表第１に掲げる部及び班を置き、同表に掲げる事務を分掌させる。 

（部長、副部長及び班長） 

第６条 部に部長及び副部長を、班に班長を置く。 

２ 部長、副部長及び班長は、別表第１のそれぞれの担当職欄に掲げる職にある本部員及び本部

職員をもって充てる。 

３ 副部長は部長を補佐し、部長に事故があるときは、その事務を代理する。 

４ 班長は、当該班の所掌事務について、部長及び副部長を補佐するとともに、上司の命を受

け、その事務の処理にあたる。 

（情報員及び連絡員） 

第７条 対策本部が設置されたときは、各部長は、本部職員のうちから情報員及び連絡員を指名

して、情報員１名を災害対策本部室に常駐させるものとする。 

  ただし、本部長が必要と認める場合には、情報員以外の本部職員を災害対策本部室に常駐さ

せることができる。 

２ 情報員は、災害情報、被害状況等の把握及びその対応にあたる。 

３ 連絡員は、各部及び各班の連絡等に関する事務を処理する。 
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（本部会議） 

第８条 本部会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織し、災害予防、災害応急対策そ

の他の防災に関する重要な事項について協議する。 

２ 本部会議は、必要のつど、本部長が招集する。 

（地方本部） 

第９条 地方における災害対策に関する事務の円滑な処理を図るため、対策本部に地方本部を置

く。 

２ 地方本部の名称及び所管区域並びに設置場所は、別表第２のとおりとする。 

３ 地方本部は、その所管区域内のある県の出先機関をもって組織する。 

４ 地方本部に地方本部長を置く。 

５ 地方本部長は、振興局長の職にある本部職員をもって充てる。 

（地方本部長の職務） 

第 10 条 地方本部長は、本部長の命を受け、地方本部の所管区域内における防災に関する事務

を処理する。 

２ 地方本部長に事故があるときは、地方本部長があらかじめ指名した地方本部の本部職員がそ

の職務を行う。 

（地方本部の組織） 

第 11 条 地方本部の組織等に関し必要な事項は､対策本部の組織等に準じ本部長に協議のうえ、

地方本部長が定める。 

（現地本部） 

第 12 条 本部長は､応急措置のため現地指導上必要があるときは､長崎県現地災害対策本部（以

下｢現地本部｣という｡）を設けるものとする。 

２ 現地本部の組織その他必要な事項については、そのつど、本部長が定める。 

（他の法令との関係） 

第 13 条 対策本部における事務は、災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）、消防法（昭和 23 年

法律第 186 号）、水防法（昭和年法律第 193 号）その他の法令等に特別の定めがあるものにつ

いては、当該法令などの定めるところによる。 

２ 前項の場合においては、本部長は当該関係機関と連絡を密にし、事務の協調及び調整を図ら

ねばならない。 

（補   則） 

第 14 条 この規則に定めるもののほか、対策本部に関し必要な事項は、本部長が定める。 

  

    附   則 

 この規程は公布の日から施行し、昭和 43 年４月１日から適用する。 

 改正  昭和 47 年５月１日   改正  昭和 18 年４月１日 

   改正  昭和 50 年４月１日   改正  平成 20 年４月１日 

   改正  昭和 61 年４月１日   改正  平成 21 年４月１日 

   改正  平成 ８年４月１日   改正  平成 23 年４月１日 

   改正  平成 11 年４月１日   改正  平成 27 年４月１日 

      改正  平成 13 年４月１日      改正  平成 30 年４月１日 

   改正  令和 ５年４月１日 
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③ 長崎県災害対策本部事務処理要領 

 

１ 目 的 

  この要領は、長崎県災害対策本部条例（昭和 37 年長崎県条例第 48 号）及び長崎県災害対策

本部規程に基づく事務の適正かつ円滑な運営を図るため必要な事項を定める。 

２ 気象情報等の連絡処理 

  長崎地方気象台からの気象情報及び警報等（以下「気象情報等」という。）の連絡は、防災

企画課防災対策室へ通報されるが、これを防災企画課参事（防災担当）、防災企画課長、秘書

課長、危機管理対策監に報告するものとする。 

３ 災害対策本部の設置 

 (1) 危機管理対策監（総務対策部長）は、気象情報等によって、災害が発生し、又は発生のお

それがあると判断した場合は、知事（本部長）及び各部長に対し、状況を報告又は通報す

る。 

 (2) 知事（本部長）は、災害対策を総括的かつ統一的に処理する必要があると認めるときは長

崎県災害対策本部（以下「対策本部」という｡）を設置する。 

   なお、県内に震度５弱以上の地震が発生、長崎県内に津波警報（津波・大津波）が発表又

は長崎県内に特別警報が発表された場合は自動的に対策本部が設置される。 

 (3) 対策本部は、原則として県庁行政棟３階災害対策本部室・特別会議室に置く。ただし、災

害の程度によっては対策本部を防災企画課に置くことができる。 

 (4) 災害対策本部室（以下「本部室」という。）及び県庁正面玄関には「長崎県災害対策本

部」の表示を行うものとする。 

 (5) 本部室の配置 

   本部室の配置については、別に定める。 

 (6) 本部室の装備 

   本部室には次の装備を架設する。 

    災害用電話（含予備電話６０台（アナログ３０台、デジタル３０台） ７３台 

    警察専用電話                        １台 

    消防防災無線電話                      １台 

    緊急防災情報端末                      １式 

    国一斉受令音声／ＦＡＸ（地上／衛星）            １式 

    防災情報端末・音声受令装置                 １式 

    統制指令台                         １式 

    電子ボード・電子ホワイトボード               １式 

    その他所要の装備                      若干 

４ 対策本部設置の広報及び伝達 

  対策本部を設置したときは、ＮＨＫ、ＮＢＣ、ＫＴＮ、ＮＣＣ、ＮＩＢ、ＦＭ長崎のテレビ

又はラジオを通じて広く県民に周知するとともに、勤務時間中にあっては庁内放送をもって庁

内職員に対して周知するものとする。 

５ 災害対策本部室の勤務体制と班の組織 

(1) 本部室には、総務対策班のほか他の本部等から派遣された情報員を常駐させる。 

また、長崎県災害対策本部規程第８条に基づき本部会議が招集されたときは、本部会議室

を県庁行政棟３階災害対策本部室・特別会議室に設置する。 

(2) 関係機関との連絡、災害情報の収集等的確な措置をとるため、総務対策班に次の４係を置

く。 
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   ア 指揮・総括係 

    ○ 総務対策班の指揮・総括 

    ○ 災害対策本部の設置・廃止検討 

    ○ 本部長の命令・指示等の伝達 

    ○ 災害応急対策の実施状況の把握、進捗管理 

    ○ 市町の実施すべき応急措置の助言、代行決定 

    ○ 特命事項の決定 

   イ 総務・連絡班 

    ○ 災害対策本部会議の開催・運営 

    ○ 県各部・各班との連絡調整、情報収集 

    ○ 国等への応援要請・連絡調整 

    ○ 情報分析・災害応急対策方針の企画・立案 

    ○ 本部職員の非常召集 

    ○ 災害対策本部の庶務 

   ウ 情報・記録係 

    ○ 気象情報、災害情報の収集、記録、整理及び伝達 

    ○ 原子力施設、危険物等の安全確認 

    ○ 国への被害報告 

    ○ 通信機器、各種システムの確保、設置運用 

   エ 救助係 

    ○ 自衛隊の災害派遣要請、活動調整 

    ○ 防災ヘリの運航管理、活動調整 

    ○ 消防機関との連絡調整 

    ○ 県警察からの情報収集・活動調整 

    ○ 海保への応急措置実施要請、活動調整 

(3) 連絡員は原則として各部主管課の総括課長補佐をもって充て、次に掲げる事項について各

部・各班との連絡に当たるものとする。 

   ア 本部長命令、指示の伝達 

   イ 気象情報等の伝達 

   ウ 情報の本部への報告及び本部情報の伝達 

   工 部内の災害対策についての連絡調整 

(4) 情報員は、各所管部に係る災害情報、被害状況等の把握及びその対応（処理）等にあたる

ものとする。 

６ 配備要員の招集 

(1) 対策本部、各部、各班の動員については、原則として以下のとおりとする。ただし、本部

長又は各部長は災害の状況に応じて、本部指令を基準として、臨機応変に動員する。なお、

警察本部については、警察本部長の定めるところによる。 

(2) 各部、各班長は、あらかじめ配備要員を指名しておくとともに所属職員の応急措置に関す

る担任事務を定め、所属職員に周知徹底し、知事（本部長）又は上司の命を受けて活動し得

る体制を整えておくものとする。 
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災害対策本部、災害警戒本部体制 

(3) 配備要員の招集については､庁内放送及び電話連絡等最も速やかに実施できる方法による。 

 

７ 警戒体制 

(1) 対策本部設置前において警戒体制がとられたときは、本部職員は自宅、その他の場所で所在連

絡方法を明らかにして待機する。 

(2) 各部・各班は、常日頃から気象情報に注意し、気象情報の推移によっては、各班の配備要員の

再確認と不在中の本部職員については代替要員の指定を行い、対策本部設置に伴う配備要員の招

集に応ずる体制を確立する。 

(3) 招集を受けた配備要員は、昼夜の別なく、又交通機関の有無にかかわらず最も短時間で定めら

れた場所に到着するよう努めなければならない。 

設置
本部 

配備 
区分 

配備基準 
配備内容 指定職員等 

風水害 地震・津波 噴 火 

長
崎
県
災
害
警
戒
本
部 

警
戒
配
備 

・災害発生の恐れの
ある各種気象情
報の発表時 

 

・噴火警報（火口周辺）
レベル２（火口周辺規
制）発表時で、本部長
が必要と認めるとき 

災害に対する
警戒態勢 

・危機管理部の指
定 さ れ た 職 員
（別途通知） 

・防災関係課で指
定された職員 

 
・震度４発生 
・津波注意報発
表 

・噴火警報（火口周辺）
レベル３（入山規制）
発表 

・危機管理部の指
定された全職員 

・防災関係課で指
定された職員 

・各部情報員 

長
崎
県
災
害
対
策
本
部 

第
１
配
備 

・重大な災害が起こ
るおそれが著し
く大きい各種気
象特別警報の発
表時 

・比較的軽微な災害
もしくは局地的
な災害が発生し、
又は発生するお
それがある場合
で、本部長が必要
と認めるとき 

・震度５弱発生 
・津波警報発表 
  

・噴火警報（居住地域）
レベル４（高齢者等避
難）発表 

・噴火警報（火口周辺）
レベル３（入山規制）
発表時で、本部長が必
要と認めるとき 

災害に対する
情報収集・伝
達及び応急対
策を実施する
態勢 

・危機管理部の指
定された全職員 

・各部局等で指定
された職員 

・各部連絡員及び
情報員 

第
２
配
備 

・相当の被害が発生
し、又は発生する
おそれがある場
合で、本部長が必
要と認めるとき 

・震度５強発生 
・大津波警報発
表 
 

・噴火警報（居住地域）
レベル５（避難）発表 

・噴火警報（居住地域）
レベル４（避難準備）
発表時で、本部長が必
要と認めるとき 

災害に対する
応急対策を実
施する態勢 

・危機管理部の全
職員 

・各部局等で指定
された職員 

・各部連絡員及び
情報員 

第
３
配
備 

・特に甚大な災害が
発生し、又は発生
するおそれがあ
り、全職員の配備
を必要とする場
合で、本部長が必
要と認めるとき 

・震度６弱 
 以上発生 

・噴火警報（居住地域）
レベル５（避難）発表
時で、本部長が必要と
認めるとき 

県の全機能を
あげて防災活
動を実施する
態勢 

・全職員 

特
別
配
備 

・被害が発生し、又
は発生するおそ
れがある場合で、
本部長が必要と
認めるとき 

－ － 

本部長が指定
した部・班を
もって編成し
て、防災活動
を実施する態
勢 

・本部長が必要と
認める人員 
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災害対策本部配置図（県庁行政棟３階） 

            

総務対策班

ライフライン

関係機関気 象 台

他自治体職員等

他自治体職員等

その他

関係機関

交通・輸送

関係機関

国、他自治体 指定公共機関等

指揮・総括係

情報統制室

防災対策室
災害対策本部室・特別会議室

公
安
部
長

統

括

監

地
域
振
興
部
長

文
化
観
光
国
際
部
長

県
民
生
活
環
境
部
長

産
業
労
働
部
長

出
納
部
長

副
本
部
長

副
本
部
長

本

部

長

教
育
部
長

総
務
連
絡
部
長

福
祉
保
健
部
長

水
産
部
長

農
林
部
長

土
木
部
長

県
営
交
通
部
長

⾧崎河川国道事務所

その他

国地方機関

海上自衛隊

陸上自衛隊

海 保

自衛隊・警察 消防・海保 各部情報員

各部情報員

各部情報員

総
務
対
策
部
長

企
画
部
長

こ
ど
も
政
策
局
長

医 療

関係機関

救 助 係

総務・調整係 情報・記録係

航空自衛隊

消 防

消 防

警 察

消 防
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８ 各部相互間及び防災関係機関の応援動員 

(1) 動員要請 

対策本部の各対策部長は、他部職員の応援を受けようとするときは、次の事項を示して動員班

（人事課）に要請する。 

ア 応援を要する期間 

イ 勤務場所 

ウ 勤務内容 

工 応援を要する職種等 

オ 集合日時、場所、携行品 

カ その他必要事項 

(2) 動員の措置 

   ア 動員班（人事課）は、応援要請内容により、余裕のある他部から動員の措置を講ずるもの

とする。 

   イ 応援のため動員指示を受けた部は、部内の実情に応じて他部の応援を行う。 

(3) 特定職種の職員が不足するときは、災害対策基本法第 29 条によって指定行政機関、指定地方

行政機関又は指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。 

(4) 地方本部において応援を必要とするときは、（1）の対策本部に準じて応援を求める。 

 

 

地方本部の名称及び管轄区域並びに設置場所 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名   称 管   轄   区   域 設置場所 

長 崎 地 方 本 部 長崎市、西彼杵郡 長 崎 振 興 局 

県 央 地 方 本 部 諫早市、大村市 県 央 振 興 局 

島 原 地 方 本 部 島原市、雲仙市、南島原市 島 原 振 興 局 

県 北 地 方 本 部 佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡、北松浦郡 県 北 振 興 局 

五 島 地 方 本 部 五島市、南松浦郡 五 島 振 興 局 

壱 岐 地 方 本 部 壱岐市 壱 岐 振 興 局 

対 馬 地 方 本 部 対馬市 対 馬 振 興 局 
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④長崎県災害対策本部組織図
本 部 長 知 事 
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健
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副知事 

情

報

員 

◎印の各班においては、情報員１名を総務対策班
に常駐させる。 

総

務

対

策

部 

長崎県災害対策地方本部 

企

画

部 

秘

書

・

広

報
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⑤ 災害対策本部組織及び事務分掌 

（長崎県災害対策本部規程 別表第１） 

 

部
名 

 部長・副部長 
担  当  職 

班 名 班長担当職 事  務  分  掌 

総
務
対
策
部 

（部長） 
危機管理対策監 

（副部長） 

防災企画課長 

総務対策班 防災企画課長 

基地対策・国民保護課長 
消防保安室長 

１ 災害対策本部に関すること 

２ 本部会議に関すること 

３ 総合的災害対策の樹立及び各部関係機関との連絡調整に関す
ること。 

４ 本部職員の非常招集に関すること。 

５ 自衛隊の出動要請に関すること。 

６ 国会、中央官庁等に関する要望書の作成に関すること。 

７ 災害情報の収集並びに記録に関すること。 

８ 気象情報の接受及び通報に関すること。 

９ 消防署、消防団その他消防指導に関すること。 

10 部内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関する
こと。 

11 災害対策本部の通信施設に関すること。 

秘
書
・
広
報
部 

（部長） 

秘書・広報戦略
部長 

（副部長） 

秘書課長 

秘書班 秘書課長 １ 本部長及び副本部長の災害視察に関すること。 

２ 災害見舞及び視察者の対応に関すること。 

広報班 ながさき PR 戦略課長 

広報課長 

１ 災害関係の広報に関すること。 

２ 報道機関との連絡調整と資料、情報の提供に関すること。 

企
画
部 

（部長） 
企画部長 

（副部長） 

企画部次長 

企画班 

 

政策調整課長 

政策企画課長 

IR 推進室長 

デジタル戦略課長 

１ 災害調査団等に関すること 

２ 災害復旧と県勢振興計画の調整に関すること 

３ 部内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関す
ること。 

総
務
連
絡
部 

（部長） 
総務部長 

（副部長） 
総務部次長 

総務文書班 総務文書課長 

県民センター長 

学事振興課長 

総務事務センター長 

債権管理室長 

１ 災害対策本部総務連絡部の運営に関すること。 

２ 本部長の命令指示等の部内への伝達に関すること。 

３ 総務部長の命令指示等の部内への伝達に関すること。 

４ 災害対策本部、他部との連絡調整に関すること。（他班の所管
に属するものを除く） 

５ 部内関係の被害状況の収集及び本部への報告に関すること。
（他班の所管に属するものを除く） 

６ 部内関係の被害に対する対策に関すること。 

７ 部内各班の活動の総合調整に関すること。 

８ 県民からの問い合わせ、意見に関すること。 

９ 長崎県公立大学法人、私立学校の被害状況の収集及びその対

策に関すること。 

動員班 人事課長 
新行政推進室長 

１ 災害時における人員の配置及び調整に関すること。 

２ 職員の非常招集に関すること。 

３ 国・自治体等からの派遣受け入れに関すること。 

４ 職員の勤務体制の整備に関すること。 

職員厚生班 職員厚生課長 職員の罹災状況調査及び見舞金等の給付と貸付に関すること。 

財政班 財政課長 災害対策にかかる予算措置に関すること。 

管財班 管財課長 １ 災害対策本部の庁舎等に関すること。（通信施設を含む） 

２ 被災地視察用自動車の配車に関すること。 

３ 公有財産の被害状況の収集及びその対策に関すること。 

税務班 税務課長 県税の減免等に関すること。 

情報システム班 スマート県庁推進課長 
１ 県庁ＬＡＮ等ネットワークの運用確保に関すること。 

２ ＰＣ等情報機器の調達に関すること。 

東京連絡班 東京事務所長 国会、中央官庁等との連絡調整、広報及び資料配布に関すること。 
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部
名 

 部長・副部長 
担  当  職 

班 名 班長担当職 事  務  分  掌 

地
域
振
興
部 

 （部長） 

地域振興部長 

（副部長） 

地域づくり推進 

課長 

地域振興班 地域づくり推進 
課長 

土地対策室長 

県庁舎跡地活用 

室長 

１ 部内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関する 

こと 

 市町対策班 市町村課長 １ 市町村の緊急資金のあっせんに関すること 

輸送班 交通政策課長 

新幹線対策課長 
 

１ 運輸施設の被害状況の収集及びその対策に関すること 

２ 輸送計画全般に関すること 

３ 応急救助物資の陸上輸送に関すること 

文
化
観
光
国
際
部 

 

（部長） 

文化観光国際 
部長 

（副部長） 

文化観光国際部
次長 

文化班 

 

 

文化振興・世界遺産課
長 

ながさきピース文化祭
課長 

 

１ 局内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関するこ
と。 

２ 所管施設・設備の安全性の確保に関すること 
３ 県が主催する文化芸術事業（イベント等）の実施についての検討・

連絡調整に関すること 

観光振興班 

 

 

観光振興課長 

国際観光推進室 

 

１ 関係団体や各市町の観光担当部署との連絡調整に関すること及び
所管施設の被災状況把握、その対策に関すること。 

２ 県内観光施設の被災状況についての情報収集および応急対策に関
すること。 

物産班 

 

物産ブランド推進課長 １ 所管団体及び施設の被災状況の把握に関すること 

２ 県が主催する物産関係事業の実施についての検討・連絡調整に関
すること 

国際班 国際課長 １ 在住外国人関係団体等との情報連絡及び調整に関すること。  

スポーツ班 スポーツ振興課長 １ 県及び関係団体が主催する大会、試合等における来場者、関係者
の被災状況の情報収集及びその対策に関すること 

県
民
生
活
環
境
部 

（部長） 

県民生活環境 
部長 

（副部長） 

県民生活環境部
次長 

 

 

生活班 

 

 

 

県民生活環境課長 

男女参画・女性活躍 

推進室長 
人権・同和対策課長 
統計課長 

食品安全・消費生活 
課長 

１ 災害時における消費者物価に関すること 

２ 県災害ボランティア本部及び災害ボランティア関係課との連絡調 
整に関すること 

３ 部内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関すること 

４ 男女共同参画の視点での災害対応に関すること 

交通安全対
策班 

交通・地域安全課長 １ 災害時における交通安全対策に関すること 

生活衛生班 生活衛生課長 １ 食品衛生関係営業等にかかる被害状況収集及び食品衛生に関 

すること 

２ 生活衛生関係営業等に係る施設の被害状況収集及びその対策 

に関すること 

３ 動物愛護に関すること 

環境対策班 地域環境課長 
水環境対策課長 
資源循環推進課長 
自然環境課長 

１ 水道施設の被害状況収集及び復旧対策に関すること 

２ 下水道、農業集落排水、浄化槽の被害状況収集及び復旧対策に関

すること 

３ 応急給水に係る連絡調整及び対策に関すること 

４ し尿、ごみ等の処理並びに廃棄物処理施設等に関すること 

５ 国、他都道府県、県内市町及び廃棄物関係業界への支援要請及び

連絡調整を行い、災害廃棄物及びし尿の処理に関する広域的な支

援体制の確保に関すること 

６ 自然公園施設の災害対策に関すること 

福
祉
保
健
部 

 

（部長） 
福祉保健部長 

（副部長） 
福祉保健部 
次長 
 

保健医療福
祉調整班 

福祉保健課長 
医療監 
地域保健推進課長 

１ 医療系及び、保健・福祉系活動チームの派遣調整に関すること。 

２ 被災地・避難所での保健医療福祉活動に関する情報連携に関する
こと。 

３ 被災地・避難所等の情報の整理・分析及び部内の総合調整に関す
ること。 
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部
名 

部長・副部長 
担  当  職 

班 名 班長担当職 事  務  分  掌 

福
祉
保
健
部 

  総務班 福祉保健課長 

監査指導課長 

国保・健康増進課長 

原爆被爆者援護課長 

１ 災害救助法に基づく諸対策に関すること。 

２ 人的及び家屋の被害状況の情報収集及びその対策に関すること。 

３ 災害弔慰金、災害援護資金に関すること。 

４ 義援金品等の受付、配分及び輸送に関すること。 

５ 日本赤十字社長崎県支部との連絡に関すること。 

６ 社会福祉施設及び要援護者の被害状況の情報収集並びにその対策

に関すること。（他班の所管に属するものを除く） 

７ 保護施設の被害状況の情報収集及びその対策に関すること。 

８ 生活福祉資金に関すること。 

９ 部内の被害状況の情報収集及びその対策並びに連絡調整に関する

こと。 

医療班 医療政策課長 

医療人材対策室長 

薬務行政室長 

１ 医療機関の被害状況の情報収集及びその対策に関すること。 

２ 医薬品等の調達及び配分、輸送に関すること。 

３ 看護師等養成施設の被害状況の情報収集及び対策に関すること。 

４ 防疫に関すること。 

高齢福祉班 長寿社会課長 １ 老人福祉施設、老人保健施設の被害状況の情報収集及びその対策に

関すること。 

２ 在宅要援護高齢者の被害状況の情報収集及びその対策に関するこ

と。 

障害福祉班 

 

障害福祉課長 
 

１ 障害者福祉施設の被害状況の情報収集及びその対策に関すること。 

２ 障害者福祉施設の仮入所調整等に関すること 

３ 在宅要援護障害者の被害状況の情報収集及びその対策に関するこ

と。 

４ 避難先等への職員の応援等に関すること 

入所被爆者

援護班 

原爆被爆者援護課長 
 

１ 原爆被爆者保健福祉施設の被害状況の情報集及びその対策 

（副部長） 

こども政策局長 
 

こども政策
班 

 

こども未来課長 

こども家庭課長 
 

１ 被災により保護が必要な児童の実態把握及びその対策に関するこ
と。 

２ 児童福祉施設、私立幼稚園及び幼保連携型認定こども園の被害状 
況の収集及びその対策に関すること。 

産
業
労
働
部 

（部長） 
産業労働部長 
 
（副部長） 
産業労働部次長 

産業労働班 産業政策課長 
企業振興課長 
新産業創造課長 
未来人材課長 

部内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関すること。 

商工班 経営支援課長 商工鉱業者の災害金融に関すること。 

労務班 雇用労働政策課長 

 

災害復旧に携わる現場作業員の確保に関すること。 

水
産
部 

（部長） 
水産部長 
 
（副部長） 
水産部次長 

漁政班 漁政課長 部内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関すること。 

漁業振興班 漁業振興課長 １ 災害対策用漁船及び遊漁船業登録船の情報提供に関すること。 

２ 漁船の災害に関すること。 

３ 県栽培漁業センターの災害対策に関すること。 

漁業取締班 漁業取締室長 漁業取締船の出動に関すること。 

水産経営班 水産経営課長 １ 水産業共同利用施設の災害対策に関すること。 

２ 漁業者等に対する災害金融及び漁業共済に関すること。 

水産加工流
通班 

水産加工流通課長 長崎県地方卸売市場長崎魚市場に関すること。 

漁港漁場班 漁港漁場課長 １ 漁港、海岸施設の災害対策に関すること。 

２ 沿岸漁場整備開発施設の災害対策に関すること。 

３ 漂流油等による漁場環境汚染の情報収集に関すること。 
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部
名 

部長・副部長 
担  当  職 

班 名 班長担当職 事  務  分  掌 

農
林
部 

（部長） 
農林部長 
 
（副部長） 
農林部次長 

農政班 農政課長 

農山村振興課長 

農業イノベーション

推進室長 

諫早湾干拓課長 

１ 農林部全般の災害関係における活動の総合調整に関すること 

２ 部内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関すること 

３ 農畜産物の被害状況の収集及びその連絡調整に関すること 

４ 農林部全般の災害対策の連絡調整並びに部外機関との連絡に関す
ること 

団体検査 

指導班 

団体検査指導室長 農協共同利用施設等の災害対策に関すること。 

農業経営班 農業経営課長 農林災害金融に関すること 

農産園芸班 農産園芸課長 
農産加工流通課長 

１ 農作物の災害対策に関すること。 

２ 救援（米穀）に関すること。 

３ 農作物の種苗の確保に関すること。 

４ 農業災害補償（農業共済）に関すること。 

畜産班 畜産課長 
 

１ 畜産、家きんの災害対策に関すること。 

２ 家畜飼料の補給に関すること。 

３ 災害に伴う家畜伝染病予防及び防疫に関すること。 

農村整備班 農村整備課長 農地及び農業用施設の災害対策に関すること。 

林務班 林政課長 
森林整備室長 

森林、山地、林道、林業用施設の災害対策に関すること。 

土
木
部 

 

（部長） 
土木部長 
 
（副部長） 
土木部技監 
土木部次長 
土木部参事監 

監理班 監理課長 

建設企画課長 

盛土対策室長 

部内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関すること。 

 

都市計画班 都市政策課長 １ 連続立体交差事業や土地区画整理事業等の災害対策に関すること。 

２ 都市公園その他都市施設の災害対策に関すること。 

３ 市街地での堆積土砂による災害対策に関すること。 

道路班 道路建設課長 

道路維持課長 

災害時における道路及び橋梁の使用及び災害対策に関すること。 

港湾・ 

空港班 

港湾課長 １ 港湾の災害対策に関すること。 

２ 高潮対策に関すること。 

３ 空港の災害対策に関すること。 

河川班 河川課長 １ 水防本部に関すること。 

２ 河川、溝きょ、水路及び樋管の災害対策に関すること。 

砂防班 砂防課長 １ 土石流対策に関すること。 
２ 地すべり対策に関すること。 
３ 急傾斜地対策に関すること。 
４ 土砂災害防止法に関すること。 

建築班 建築課長 

営繕課長 

建築物及び宅地の災害防止に関すること。 

住宅班 住宅課長 １ 県営住宅の災害対策に関すること。 
２ 災害住宅の建築に関すること。 
３ 住宅金融に関すること。 

用地班 用地課長 土木部所管にかかる公有財産の災害対策に関すること。 

出
納
部 

（部長） 
出納局長 
 
（副部長） 
会計課長 

出納班 

 

会計課長 
 

義援金の保管に関すること。 

 

物品管理班 物品管理室長 災害対策に係る物品の調達に関すること。 

県
営
交
通
部 

 

（部長） 
交通局長 
 
（副部長） 
交通局管理部 
長 

交通班 交通局管理部長 １ 県営バスの被害状況の収集及びその対策に関すること。 
２ 県営バスによる避難住民・旅客等の運送の確保に関すること。 
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部
名 

部長・副部長 
担  当  職 

班 名 班長担当職 事  務  分  掌 

教
育
部 

（部長） 
教育長 
 
（副部長） 
教育次長 

教育班 教育政策課長 

働きがい推進室長 

福利厚生室長 

教育環境整備課長 

義務教育課長 

高校教育課長 

教育ＤＸ推進室長 

特別支援教育課長 

児童生徒支援課長 

生涯学習課長 

学芸文化課長 

体育保健課長 

１ 学童及び授業の措置に関すること。 
２ 学校用教科書のあっせん調達に関すること。 
３ 教職員の罹災状況調査並びに見舞金等の給付及び貸付けに関す

ること。 
４ 部内の被害状況の収集及びその対策並びに連絡調整に関するこ

と。 

公
安
部 

 

（部長） 
警察本部長 
 
（副部長） 
警備部首席参事
官 

警備実施班 警備課長 県警察災害警備本部との連絡に関すること。 
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⑥ 地方本部の名称及び管轄区域並びに設置場所 

（長崎県災害対策本部規程 別表第２） 

 

 

名   称 管   轄   区   域 設置場所 

長崎地方本部 長崎市、西彼杵郡 長 崎 振 興 局 

県央地方本部 諫早市、大村市 県 央 振 興 局 

島原地方本部 島原市、雲仙市、南島原市 島 原 振 興 局 

県北地方本部 佐世保市、平戸市、松浦市、西海市、東彼杵郡、北松浦郡 県 北 振 興 局 

五島地方本部 五島市、南松浦郡 五 島 振 興 局 

壱岐地方本部 壱岐市 壱 岐 振 興 局 

対馬地方本部 対馬市 対 馬 振 興 局 
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（３） 災害警戒本部 
 （県防災企画課） 

 

長崎県災害警戒本部設置要領 

１ 目  的 

  災害発生のおそれがある各種の気象警報及び噴火警報の発表、長雨時に発表される大雨注意

報などにより、各種災害の発生が予測されるとき及び震度４の地震が発生または津波注意報が

発表されたときは、「長崎県災害警戒本部」（以下、「災害警戒本部」という。）を設置し、関係

機関及び民間の協力を得て、災害対策にあたるものとする。 

２ 災害警戒本部の構成 

災害警戒本部の構成は、次のとおりとする。 

（1） 災害発生のおそれがある各種の気象警報の発表、長雨時に発表される大雨注意報、噴

火警報レベル２（本部長が必要と認めるとき）、南海トラフ地震臨時情報（巨大地震注

意）などが発せられ各種災害の発生が予測されるとき 

ア 本部長   危機管理対策監 

イ 副本部長  防災企画課長、河川課長 

ウ 本部員   防災企画課、基地対策・国民保護課、消防保安室、管財課、福祉保健

課、農政課、漁政課、河川課、道絡維持課、港湾課の各課員 

（2） 震度４の地震が発生、津波注意報及び噴火警報レベル３及び南海トラフ地震臨時情報

（巨大地震警戒）が発表されたとき 

ア 本部長   危機管理対策監 

イ 副本部長  防災企画課長、河川課長 

ウ 本部員   防災企画課、基地対策・国民保護課、消防保安室、管財課、福祉保健

課、農政課、漁政課、河川課、道絡維持課、港湾課の各課員 

エ 情報員   各部情報員（長崎県災害対策本部規程第７条関係） 

（3） 振興局で構成する「災害警戒地方本部」においては、管内地域が対象となる場合には

本庁の「災害警戒本部」と同時または気象警報等の発表と同時に「災害警戒地方本部」

を設置するものとする。 

３ 災害警戒本部での警戒体制 

（1） 原則として、本部員は各課２名以上とし常時当該課において警戒任務にあたるものと

する。ただし、管財課員にあっては、状況により電気及び有線電話要員を配置するものと

する。 

（2） 本部員は、あらかじめ各課長が勤務要員を定めておくものとする。 

（3）  各部情報員のうち１名を危機管理部の「災害警戒本部（防災室）」に常駐するものとす

る。なお、「災害警戒本部」が継続している場合でも、状況により常駐を解く場合があ

る。その時は各所管部の業務に従事するものとする。 

４ 初動対応 

（1） 本部長は、勤務時間中に気象警報の発表等、災害の発生が予見される場合には、その

都度、庁内放送により、災害対策の速やかな初動体制の立ち上げに寄与するために職員に

情報を提供するものとする。 

（2） 本部長は、災害警戒本部を設置したときは、勤務時間中にあっては庁内放送をもって

連絡し、勤務時間外にあっては、本部員である課長に連絡するとともに課長の指示により

あらかじめ指名された本部員は速やかに本部勤務に服するものとする。 
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（3） 本部長は災害警戒本部を設置したときは、ただちに警察本部、自衛隊長崎地方協力本

部、陸上自衛隊第 16 普通科連隊、海上自衛隊佐世保地方総監部、長崎海上保安部、日本

赤十字社長崎県支部及び長崎地方気象台に連絡し、協力体制を確立するものとする。 

（4） 災害警戒本部の総括的な連絡調整は、防災企画課において行うものとする。 

各本部員の所属課並びにその他の各部課で災害対策本部の「被害報告処理系統図」に準

じて収集、把握した災害に関する情報は、各部課の所定の様式等により、速やかに防災

企画課に報告するものとする。 

また、災害警戒本部解散後、被害の状況、被害の種別、被害額等が判明または変動し

た場合には防災企画課へ報告を行うものとする。 

なお、被害を被った県民の民生の安定のため、各部課で実施しようとする各種の対策

については、その内容を防災企画課に報告するとともに、必要に応じ、その施策の内容

を秘書課を通じて知事及び副知事等に報告するものとする。 

（5） 本部長は、気象警報発表中、及び解除後においても被害情報等をとりまとめた場合

は、臨時報を随時作成し、庁内各部主管課（出納局・教育庁を含む）、各災害警戒地方本

部並びに各報道機関に提供するとともに、必要に応じ、秘書課を通じて知事及び副知事等

に報告するものとする。 

５ 広報及び情報の収集、伝達 

災害警戒本部は、一般県民及び県が委嘱をしている各種のモニターなどから災害情報（危険

箇所等）の通報について協力するよう呼びかけるため、新聞、ラジオ、テレビを通じて連絡

に必要な事項を広報するものとする。 

６ 災害警戒本部の解散又は災害対策本部への切替の時期 

（1） 災害警戒対策本部の解散は、気象警報などが解除され、災害の危険が解消したと認めた

とき、本部長が解散する。 

（2） 災害が拡大して、災害救助法の適用などが想定される程度の被害が発生し、災害対策

本部を総括的かつ統一的に処理する必要があると認めたときは、「災害警戒本部」を「災

害対策本部」に切替えるものとする。 
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長崎県災害警戒本部設置時における情報伝達方法 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○：ＦＡＸ送信 

 

附則 

 平成 11年９月 17日改正   平成 19 年４月１日改正 

 平成 12年４月１日改正   平成 21 年４月１日改正 

 平成 13年４月１日改正   平成 22 年４月１日改正 

 平成 15年４月１日改正 平成 23 年４月１日改正 

平成 16 年４月１日改正   令和 ５年４月１日改正 

平成 18 年４月１日改正   令和 ６年２月１日改正 

 

 

  

情報連絡先 

情報の種類 

地
方
本
部 

消
防
本
部 

各
市
町 

陸
自
第
16 

普
通
科
連
隊 

大雨・低気圧・大雪に関する情報 ○ ○ 

警報・注意報の発令、解除 ○ ○ 

台風情報 ○ ○ 

震度情報（県内震度４以上） ○ ○ 

津波警報等 ○ ○ 

南海トラフ地震臨時情報 ○ ○ 
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被 害 報 告 処 理 系 統 図（ 市 町 → 県 ） 
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商
工
業
関
係
各
種
被
害
報
告 

県
警
察
本
部 

警

察

署 

災
害
情
報
全
般 

教

育

庁 

教

育

委

員

会 

公
立
文
教
関
係
各
種
被
害
報
告 

福
祉
保
健
部 

災
害
救
助
主
管
課 

一
般
り
災
䣍
救
助
関
係
各
種
被
害
報
告 

交

番

等 

保

健

所 

衛

生

主

管

課 

医
療
䣍
衛
生
施
設
䣍
防
疫
等
各
種
被
害
報
告 

振

興

局 
(

県

災

害

対

策

地

方

本

部

䥺 
 

災
害
対
策
本
部
主
管
課 

被
害
状
況
等
の
総
括
速
報
䣍
中
間
報
告 

最
終
確
定
報
告 

 

防 災 企 画 課 

災 害 対 策 本 部 主 管 課 

事  業  別  被  害  報  告 事 業 別 被 害 報 告 
総合被
害報告 

県
民
生
活
環
境
部 

水

道

主

管

課 

浄

化

槽

主

管

課 

農
業
集
落
排
水
主
管
課 

下

水

道

主

管

課 

保

健

所 
水
道
関
係
各
種
被
害
報
告 

生
活
排
水
関
係
各
種
被
害
報
告 

䥹
連
絡
䥺 
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（４） その他 
 

①  特殊重大災害発生時における初動体制要領 

（県基地対策・国民保護課） 

 

１ 長崎県は、特殊重大災害が発生した場合は、初動措置の迅速適正化をはかるため、ただちに

危機管理対策監を本部長とする対策本部（以下「本部」という。）を設置するものとする。 

  ◇ 前項の特殊重大災害の認定基準および初動措置の主管所属は、別表１のとおりとする。 

  ◇ 本部の設置場所は、原則として行政棟３階災害対策本部室に置く。ただし支障ある場合

は基地対策・国民保護課に置くことが出来る。 

２ 本部の編成およびその任務は別表２のとおりとする。 

３ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その事務を代行する。 

４ 基地対策・国民保護課長は、特殊重大災害を覚知したときは、危機管理対策監の命をうけ

て、本部の設置を発令し、初動措置にあたるものとする。 

５ 関係所属長は､上記の編成に基づき本部要員としてあらかじめ所属職員のなかから「正」

「副」を指定しておくものとする。 

６ 特殊重大災害の発生を覚知した本部要員は、速やかに本部に参集してあらかじめ定められた

任務にあたるものとする。 

  ◇ 本部要員を招集するときは、主管所属が行うものとする。 

７ 本部内における要員の配置は、おおむね別表３のとおりとする。 

（1）特殊重大災害発生時の連絡系統は別表４のとおりとする。 

（2）基地対策・国民保護課長は、発生した災害の性格、規模、推移により本部員を適宜増減

することが出来るものとする。 

（3）本部を設置した場合は、国及び関係機関ならびに市町との間の連絡は一切本部において

行うものとする。 

（4）市町が行う県に対する即報様式は別表５のとおりとする。 

（5）市町が行う自衛隊、医療機関系応援、派遣要請の様式は別表６～７のとおりとする。 

（6）災害即報および派遣要請要領は、執務時間中にあってはＦＡＸ、夜間、休日にあっては

電話によるものとする。 

 

 附則 

  令和５年４月１日改正 
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別表１ 

特殊重大災害認定基準及び主管所属 

凡例 ◎印は窓口所属を示す。 

 

 

 

災害種別 災   害   の   態   様 主 管 所 属 

航 空 機 災 害 

◇ 旅客機墜落事故 

◇ 人家密集地域への航空機墜落事故 

◎基地対策・国民保護課 

○交通政策課 

〇福祉保健課 

○港 湾 課 

船 舶 災 害 

◇ 船舶の衝突、沈没、転覆、火災等による死傷

者多数の事故 

 

◎基地対策・国民保護課 

○交通政策課 

○福祉保健課 

○漁 政 課 

○港 湾 課 

列 車 ・ 自 動 車 

災   害 

◇ 交通事故による死傷者多数の事故 

◇ 列車衝突、転覆による死傷者多数の事故 

◎基地対策・国民保護課 

○交通政策課 

○福祉保健課 

○交通・地域安全課 

火 災 災 害 

◇ 人家密集地域または旅館、劇場、デパート、

学校等多数人の往来する建物における火災で

死傷者が多数の事故 

◇ トンネル、炭坑等における火災で死傷者多数

の事故 

◎基地対策・国民保護課 

○福祉保健課 

○経営支援課 

○企業振興課 

○道路維持課 

○教育庁教育政策課 

爆 発 災 害 

◇ ガス、火薬類の爆発による死傷者多数の事故 

◇ トンネル、炭坑における爆発で死傷者多数の

事故 

◎基地対策・国民保護課 

○福祉保健課 

○企業振興課 

○道路維持課 

雑 踏 災 害 

◇ 雑踏による死傷者多数の事故 

◇ 公営競技での紛争等に伴う死傷者多数の事故 

◎基地対策・国民保護課 

○福祉保健課 

そ の 他 

◇ 社会的に反響が大きい事故 ◎基地対策・国民保護課 

〇関係所属 

死 傷 者 多 数 の 

事 故 と は 

◇ 死者がおおむね 10 人以上の場合（含行方不

明） 

◇ 死傷者がおおむね 30 人以上の場合 

◇ 重傷者がおおむね 50 人以上の場合 

◇ 負傷者がおおむね 70 人以上の場合 

 ※死者等の国籍は問わない 
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別表２  本部の編成及び任務 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

     

凡例 ◎印は窓口所属を示す。 

 

係 主な任務 所属 

指揮・総括係 
◇指揮・総括に関すること。 

◇自衛隊等への災害派遣要請、活動調整に関すること。 

◎基地対策・国民

保護課 

総務・調整係 
◇対策本部会議の資料及び議事録作成等に関すること。 

◇関係所属との連絡調整に関すること。 

◎基地対策・国民

保護課 

〇防災企画課 

○消防保安室 

○福祉保健課 

○関係所属 

情報・記録係 

◇災害情報全般の収集・整理・要約に関すること。 

◇各機関への情報伝達に関すること。 

救 助 係 
◇県防災ヘリコプターの運航調整に関すること。 

◇各消防機関からの情報収集、活動調整に関すること。 

◎消防保安室 

広 報 係 
◇報道機関への連絡発表に関すること。 

 

◎広 報 課 

現地 調整係 

◇現地調整所における関係機関との連絡調整に関すること。 ◎基地対策・国民

保護課 

○関係所属 

本  部  長 

副 本 部 長 

広 

報 

係 

 

救 

助 

係 

 

情
報
・
記
録
係 

 

総
務
・
調
整
係 

指
揮
・
総
括
係 

現
地
調
整
係 

危機管理対策監 

基地対策・国民保護課長 
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所

属

別 

広

報 

基
地
・
国
民
保
護 

管

財 

福

祉

保

健 

交
通
・
地
域
安
全 

産

業

政

策 

漁

政 

道

路

維

持 

港

湾 

教

育

政

策 

人 

員 

１ ７ １ ３ １ １ １ ２ １ １ 

合 

計 

１９ 
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別表３ 
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別表４ 

災 害 発 生 時 の 連 絡 系 統 表 

  

市 町 

総 務 課 等 

( 防 災 担 当 ) 

基 地 対 策 ・ 

国 民 保 護 課 

防 災 対 策 室 

防 災 企 画 課 

参事（防災・

危機管理） 

関 係 所 属 

関 係 機 関 

関 係 省 庁 

(含東京事務所) 

執

務

時

間

中 

有 線 

無 線 

（ＦＡＸ） 

有 線 

無 線 

（ＦＡＸ） 

有 線 

有 線 

無 線 

（ＦＡＸ） 

市 町 

総 務 課 等 

( 防 災 担 当 ) 

基 地 対 策 ・ 

国 民 保 護 課 

防 災 対 策 室 

防 災 企 画 課 

参事（防災・

危機管理） 

関 係 所 属 

関 係 機 関 

関 係 省 庁 

(含東京事務所) 

夜

間

・

休

日 
有 線 

無 線 

（ＦＡＸ） 

有 線 

無 線 

（ＦＡＸ） 

有 線 

有 線 

無 線 

（ＦＡＸ） 

連絡 

指示 

連絡 

指示 

※１ 災害種別の例示に該当するか否かを自己判断するこ 

となく、直ちに参事に連絡すること 

 ※２ 発生直後は、死者数が不明であることから、死者数 

     にとらわれず、直ちに参事に連絡すること 

連絡 

指示 

基 地 対 策 ・ 

国民保護課長 

連絡 

指示 

基 地 対 策 ・ 

国民保護課長 
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別表 5   

 

特 殊 重 大 災 害 速 報 

１ 報 告 日 時 年  月  日    時   分 

２ 報 告 市 町 村   市   町   番地 

① TEL （  ）－ 

② 担当 
送  

受  

３ 発 生 日 時 
 

４ 発 生 場 所 
 

５ 災 害 種 別 
 

６ 概 況 

 

７ 

被

害

状

況 

①  
死  亡 

 ⑥ 

物 的 損 害 

②  
行方不明 

  

③  
重  傷 

 

④  
軽  傷 

 

⑤  
合  計 

 

８ 

応

急

措

置 

①  
これまでに

とった措置 

 

②  
今後の見と

おし 

 

③  
応援の必要

性について 
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別表 6 

特殊重大災害発生時における災害派遣要請書 

 

  

受

理 

月 日 

時 分 

市

町

名 

 担

当

者

名 

 

TEL[      ] 

（ ）～  （ ） 

 災 害 （ 事 故 ） 

発 生 日 時 

 

災 害 （ 事 故 ） 

発 生 場 所 

 

災害（事故）名 
 

派遣を要請する 

事 由 

 

派遣を希望する期間 

 

派遣を要請する区域 

及 び 活 動 内 容 
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別表 7 

大規模災害時における長崎県医師会医療救護班派遣要請書 

 

受

理 

月 日 

時 分 

市

町

名 

 担

当

者

名 

 

ＴＥＬ 

ＦＡＸ 

災

害

事

故

の

状

況 

災 害 （ 事 故 ） 

発 生 日 時 
   年   月   日 

災 害 （ 事 故 ） 

発 生 場 所 
 

災害（事故）名  

派遣を要請する 

事 由 
 

派遣を希望する期間 
  年   月   日（  ）から 

  年   月   日（  ）まで （  ）日間 

派遣を要請する場所  
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② 雲仙岳火山防災協議会規約 
（県防災企画課） 

（目的） 

第１条 雲仙岳火山防災協議会（以下「協議会」という。）は、活動火山対策特別措置法（昭和４

８年法律第６１号。以下「法」という）第４条第１項の規定に基づき、雲仙岳において想定さ

れる火山現象（溶岩ドーム崩壊を含む。）の状況に応じた警戒避難体制の整備を行うため、長崎

県、島原市、雲仙市及び南島原市が共同で設置する。 

（所掌事務） 

第２条 協議会は前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について協議を行う。 

(1) 雲仙岳に係る噴火シナリオ、火山ハザードマップ、噴火警戒レベル、具体的な避難計画等

の一連の警戒避難体制の整備に関する事項 

(2) 長崎県防災会議が法第５条第２項の規定により同条第１項各号に掲げる事項について定め

る際の意見聴取に関する事項 

(3) 島原市、雲仙市及び南島原市の防災会議が法第６条第３項の規定により同条第１項各号に

掲げる事項について定める際の意見聴取に関する事項 

(4) 溶岩ドームの調査、観測、崩壊危険度判定、情報提供、避難等に関する事項 

(5) 前４号に掲げるもののほか、当協議会の目的を達成するために必要な事項（避難指示、警

戒区域の設定等の防災対応に関する検討及び関係市への助言に関することを含む） 

（協議会の組織） 

第３条 協議会は、別表第１に掲げる者で構成する。 

２ 協議会に、会長１名を置く。 

３ 会長は、長崎県知事をもって充てる。 

４ 会長は、協議会を代表し、その会務を総理する。 

５ 会長が協議会に出席できないときは、あらかじめ会長が指名する構成員にその権限を委任す

ることができる。 

６ 構成員が協議会に出席できないときは、その代理者を出席させることができる。 

（協議会の開催） 

第４条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が召集し、会長が議長となる。 

２ 会議は原則として公開とする。ただし、会議を公開することにより公正かつ円滑な議事運営

に支障が生じると認められる協議については、非公開で行うものとする。 

３ 協議会は必要があると認めるときは、構成員以外の者に対して、資料を提出させ、又は会議

への出席を依頼し、助言等を求めることができる。 

４ 前３項に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、必要に応じて会長が別に定め

る。 

（協議結果の尊重義務） 

第５条 協議会の構成員は、法第４条第３項の規定に基づき、協議会において協議が整った事項

については、協議結果を尊重しなければならない。 

（幹事会） 

第６条 協議会の所掌事務を円滑に進めるために、雲仙岳火山防災協議会幹事会（以下「幹事会」

という。）を置く。 

２ 幹事会は、別表第２に掲げる者で構成する。 
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３ 幹事会に、幹事長１名を置く。 

４ 幹事長は、長崎県防災企画課長が務める。 

５ 幹事長は、幹事会の座長となり、議事を整理する。 

６ 幹事長は、幹事会の議題に応じて、幹事長が必要と認める範囲の幹事会会員を招集すること

ができる。また、幹事会会員以外の者に対して会議への出席を依頼し、意見等を求めることが

できる。 

７ 第１条の目的を達成するために、幹事長が必要と認める場合は、幹事会に専門部会を設置す

るものとする。 

（溶岩ドーム崩壊危険度判定分科会） 

第７条 溶岩ドームの調査、観測、崩壊危険度判定、情報提供、避難等を円滑に進めるために、

「溶岩ドーム崩壊危険度判定分科会（以下「分科会」という。）」を置く。 

２ 分科会は、別表第３に掲げる者で構成する。 

３ 分科会に、分科会長１名を置き、分科会長は幹事長が兼務する。 

４ 分科会長は、分科会の座長となり、議事を整理する。 

５ 分科会長は、分科会の議題に応じて、分科会長が必要と認める範囲の分科会会員を招集する

ことができる。また、分科会会員以外の者に対して会議への出席を依頼し、意見等を求めるこ

とができる。 

６ 分科会長は、異常時、緊急時等、臨時に分科会を開催する必要があると認める際は、分科会

長が必要と認める分科会員で臨時に分科会を開催するものとする。 

（事務局） 

第８条 協議会の業務を処理するため、協議会に事務局を置く。 

２ 事務局は、以下の機関が合同で行い、窓口を長崎県防災企画課に置く。 

 長崎県防災企画課 

 島原市市民安全課 

 雲仙市危機管理課 

 南島原市防災課 

（委任） 

第９条 この規約に定めるもののほか、協議会の事務の運営上必要な細則は、必要に応じて会長

が別に定める。 

附  則 

１ この規約は、平成２８年３月１４日から施行する。 

２ 雲仙岳防災連絡会議の業務は、協議会が引き継ぐものとする。 

３ この規約は、平成２８年８月１９日から施行する。 

４ この規約は、平成２９年２月１５日から施行する。 

５ この規約は、平成２９年５月１８日から施行する。 

６ この規約は、平成３０年１月３０日から施行する。 

７ この規約は、平成３０年５月３１日から施行する。 

８ この規約は、令和２年２月４日から施行する。 

９ この規約は、令和３年４月１日から施行する。 

10 この規約は、令和３年４月２８日から施行する。 

11 この規約は、令和４年４月１日から施行する。 
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12 この規約は、令和５年４月３日から施行する。 
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（別表第１）雲仙岳火山防災協議会構成員 

※令和７年４月３日時点 

 

 

 

区分(法第４条第２項中

該当する号) 
所  属  職 名（氏 名） 備考 

都道府県（第１号） 長崎県 知事 会長 

市町村（第１号） 

島原市 市長  

雲仙市 市長  

南島原市 市長  

地方気象台等 

（第２号） 

気象庁福岡管区気象台 気象防災部長  

気象庁長崎地方気象台 台長  

地方整備局（第３号） 国土交通省九州地方整備局 局長  

陸上自衛隊（第４号） 陸上自衛隊第１６普通科連隊 連隊長  

警察（第５号） 長崎県警察本部 本部長  

消防（第６号） 
島原地域広域市町村圏組合消防本部 消防長  

県央地域広域市町村圏組合消防本部 消防長  

 

火山専門家 

（第７号） 

九州大学 
名誉教授   清水  洋  

教授     松島  健  
 

鹿児島大学 名誉教授   下川 悦郎   

長崎大学 

 

名誉教授   高橋 和雄  

教授     蒋  宇静  
 

北海道大学 教授     山田  孝   

一般社団法人 減災・復興支援機構 理事長    木村 拓郎   

国土技術政策総合研究所  

土砂災害研究部 
土砂災害研究室長 瀧口 茂隆  

その他 

（第８号） 

環境省雲仙自然保護官事務所 自然保護官  

林野庁九州森林管理局長崎森林管理署 署長  

国土交通省九州地方整備局長崎河川 

国道事務所 
事務所長  

国土交通省九州地方整備局長崎港湾･

空港整備事務所 
事務所長  

国土地理院九州地方測量部 部長  

海上保安庁長崎海上保安部 海上保安部長  

海上保安庁三池海上保安部 海上保安部長  

一般社団法人島原半島観光連盟 会長  

雲仙ロープウェイ株式会社 代表取締役社長  

島原鉄道株式会社 代表取締役社長  

株式会社ドコモＣＳ九州長崎支店 支店長  

株式会社ＫＤＤＩ九州総支社 九州総支社長  

ソフトバンク株式会社九州ネットワー

ク技術部 
部長  

長崎県 危機管理部長  
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（別表第２）雲仙岳火山防災協議会幹事会会員 

※令和７年４月３日時点 

区 分 所  属 職 名（氏 名） 備考 

火山専門家 

九州大学 
名誉教授    清水  洋  

教授      松島  健  
 

鹿児島大学 名誉教授    下川 悦郎   

長崎大学 名誉教授    高橋 和雄  

教授      蒋  宇静  
 

北海道大学 教授      山田  孝   

一般社団法人 減災・復興支援機構 理事長     木村 拓郎   

国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部  土砂災害研究室長 瀧口 茂隆  

国 

気象庁福岡管区気象台  火山対策調整官  

気象庁長崎地方気象台  防災管理官  

国土交通省九州地方整備局 火山防災対策分析官  

国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事務

所 

技術副所長  

総括保全対策官  

国土交通省九州地方整備局長崎港湾･空港整

備事務所 

副所長  

林野庁九州森林管理局長崎森林管理署治山グ

ループ 

総括治山技術官  

環境省雲仙自然保護官事務所 自然保護官  

県 

長崎県危機管理部防災企画課 課長 幹事長 

事務局 

長崎県県民生活環境部自然環境課 課長  

長崎県農林部森林整備室 室長  

長崎県土木部砂防課 課長  

長崎県島原振興局管理部 総務課長  

市 

島原市市民部市民安全課 課長 事務局 

雲仙市総務部危機管理課 課長 事務局 

雲仙市建設部監理課 課長  

南島原市総務部防災課 課長 事務局 

陸上自衛隊 陸上自衛隊第１６普通科連隊 第 16 普通科連隊長  

警察 

長崎県警察本部警備部警備課 課長  

九州管区警察局長崎県情報通信部機動通信課 課長  

長崎県島原警察署 警備課長  

長崎県雲仙警察署 警備係長  

長崎県南島原警察署 警備係長  

消防 

島原地域広域市町村圏組合消防本部警防課 警防課長  

県央地域広域市町村圏組合消防本部警防救急

課 

警防救急課長  

海上保安部 
海上保安庁長崎海上保安部警備救難課 警備救難課長  

海上保安庁三池海上保安部警備救難課 警備救難課長  
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（別表第３）溶岩ドーム崩壊危険度判定分科会会員 

 

  

区 分 所  属  職 名（氏 名） 備考 

火山専門家 

九州大学 名誉教授    清水  洋   

鹿児島大学 名誉教授    下川 悦郎   

長崎大学 名誉教授    高橋 和雄  

教授      蒋  宇静  
 

北海道大学 教授      山田  孝   

一般社団法人 減災・復興支援機構 理事長     木村 拓郎   

国土技術政策総合研究所 土砂災害研究部 土砂災害研究室長 瀧口 茂隆  

国 

気象庁福岡管区気象台  火山防災情報調整官  

気象庁長崎地方気象台  防災管理官  

国土交通省九州地方整備局 火山防災対策分析官  

国土交通省九州地方整備局長崎河川国道事

務所 

技術副所長 事務局 

林野庁九州森林管理局長崎森林管理署治山

グループ 

総括治山技術官  

県 

長崎県危機管理部防災企画課 課長 分科会長 

事務局 

長崎県土木部砂防課 課長 事務局 

長崎県島原振興局管理部 総務課長  

市 

島原市市民部市民安全課 課長  

雲仙市総務部危機管理課 課長  

南島原市総務部防災課 課長  
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③ 農林部災害対策本部設置要領 

（県農政課） 

 

昭和 52 年２月改定 
昭和 58 年３月改定 
平成 5 年４月改定 

平成 15 年４月改定 
平成 21 年４月改定 
平成 22 年６月改定 
平成 23 年５月改定 
平成 24 年５月改定 
令和３年３月改正 
令和５年３月改正 

第１条 方  針 

１ 農林部災害対策本部（以下「農林災対本部」という｡）は、農林業に関して甚大な被害の発

生が予想される場合及び甚大な被害が発生した場合に設置する。 

２ 農林災対本部は、長崎県対策本部が設置された場合は、長崎県災害対策本部農林部に移行す

る。 

第２条 設  置 

１ 農林災対本部の設置時期は、農林部長が決定し、設置場所は、農政課とする。 

２ 農林災対本部には、災害の種類により、水害、風害、雪害、干害、噴火等の名称をつける。 

３ 農林災害対策本部を設置した場合は、概ね次の機関に連絡する。 

  ア 県各部 

   ○危機管理監（危機管理課） 

   ○議会事務局 

  イ 県地方機関 

   ○振興局（農林部関係各課、総務課） 

   ○農林技術開発センター 

   ○長崎県東京事務所 

  ウ 農林水産省 

   ○九州農政局（企画調整室） 

   ○九州農政局長崎県拠点 

   ○林野庁 

   ○九州森林管理局 

  工 農林業団体 

   ○農業協同組合中央会          

   ○全国共済農業協同組合連合会長崎県本部  ○全国農業協同組合連合会長崎県本部 

   ○農業共済組合連合会           ○長崎花き園芸連合会 

   ○農業会議 

   ○土地改良事業団体連合会         ○酪農業協同組合連合会 

   ○森林組合連合会             ○西九州たばこ耕作組合 

  オ その他 

   ○報道関係一県政記者室 

   ○財務省長崎財務事務所 

   ○県市長会 

   ○日本政策金融公庫長崎支店農林水産事業 
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第３条 解  散 

１ 農林災対本部の解散時期は、原則として災害に関する諸般の対策が関係課のみで措置できる

見通しとなったときとし、農林部長が決定する。 

２ 農林災対本部を解散した場合は、第２条の３に掲げる機関に関係各班から通知する。 

第４条 組織及び構成 

１ 本部長は、農林部長、副本部長は農林部次長とする。 

２ 本部員は農林部及び各課（室）の職員をもって充てる。 

３ 農林災対本部は、別紙１の所掌事務を処理するため、次に掲げる班をおき、各課長が班長と

なる。 

  農政班、団体検査指導班、農業経営班、農産園芸班、畜産班、農村整備班、林務班 

４ 災害の状況により、地方本部を設置する必要がある場合は、別途、本部長から文書通知をす

るものとする。 

第５条 担当事務 

１ 本部長は、本部事務を総括する。 

２ 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があったときは、本部長の事務を代行する。 

３ 本部会議は、本部長、副本部長、参事監、各課（室）長をもって構成し、災害予防、災害対

策、その他災害に関する重要な事項について協議する。 

４ 各班の所掌事項は別紙１に掲げる事務とする。 

第６条 人員配備 

１ 農林災対本部が設置されたとき（又は県災害対策本部農林部に移行したとき）は、災害の状

況によって次の配備により各班の職員配置を行うものとするこの場合の配備分担はあらかじ

め、各班において配置しておくものとする。 

２ 第１配備 

  災害発生のおそれがある場合又は軽微な被害が発生した場合。 

３ 第２配備 

  局地的な被害又は相当な被害が発生し、もしくは発生するおそれがある場合。 

４ 第３配備 

  全地域にわたって甚大な被害が発生し又は発生するおそれがある場合。 

５ 残留要員 

  上記配備要因以外の職員は残留要員とし、各班長の指示を受けるものとする。 

第７条 体  制 

１ 班員の連絡方法は、あらかじめ各班長が掌握しておくものとする。 

２ 班員は、通信報道関係その他の情報によって被害の発生を知り、農林災害対策本部が設置さ

れた場合又は設置が推察される場合は、直ちに班長の指示を受けるものとする。 

３ 各班は、非常災害に対して、あらかじめ、トランジスターラジオ、懐中電灯、ロウソク等の

非常用品並びに現場向き服装の準備等をしておくものとする。 

４ この要領に定めない事項については、農林部災害対策執務要領によるものとする。 

第 8条 災害警戒体制 

１ 次の警報が発せられる等重大な災害の発生が予測されるときに災害警戒体制を敷き、常時農

政課において農政班が警戒任務にあたり、農林災対本部の設置等に備えるものとする。 

大雨警報、大雪警報、洪水警報、高潮警報、津波警報等（気象庁本庁） 

２ 上記の警報が解除される等、重大な災害発生の恐れがなくなったときは、災害警戒体制を解

くものとする。 
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別紙１            

農林災害対策本部各班の所掌事務 

 

 

班   名 所    掌    事    務 

農   政   班 

１．農林災対本部に関すること。 

２．本部会議に関すること。 

３．被害状況の収集・集計及び災害対策の企画に関すること。 

４．災害対策の連絡調整並びに部外機関との連絡に関すること。 

５．農林部全般の災害関係庶務事務の連絡及び調整に関すること。 

６．災害に伴う農畜産物等の技術対策の策定に関すること。 

団体検査指導班 １．農業団体及び農協共同利用施設の被害調査及び対策に関すること。 

農 業 経 営 班 １．農林災害金融に関すること。 

農 産 園 芸 班 

１．農作物の災害対策に関すること。 

２．救援（米穀）に関すること。 

３．農作物の種苗の確保に関すること。 

４．農業災害補償（農業共済）に関すること。 

畜 産 班 

１．家畜及び家きんの災害対策に関すること。 

２．家畜飼料の補給に関すること。 

３．災害に伴う家畜伝染病予防及び防疫に関すること。 

農 村 整 備 班 
１．農地及び農業用施設の被害調査並びに災害対策に関すること。 

２．農地及び農業用施設の応急対策並びに災害復旧に関すること。 

林 務 班 

１．森林、山地、林道及び林業用施設の被害調査並びに災害対策に関 

 すること。 

２．山地、林道及び林業用施設災害の応急対策並びに災害復旧に関す 

 ること。 

３．森林国営保険に関すること。 
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別紙 2         農 林 災 対 本 部 組 織 図 
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④ 農林部災害対策執務要領  

                 （県農政課） 

昭 和 4 1 年 ４ 月 2 2 日 決 定 
昭 和 4 3 年 ６ 月 1 0 日 改 定 
昭 和 4 4 年 ４ 月 1 2 日 改 定 
昭 和 4 6 年 ６ 月 ４ 日 改 定 
昭 和 5 2 年 ２ 月 ７ 日 改 定 
昭 和 5 3 年 ５ 月 1 6 日 改 定 
昭 和 5 8 年 ３ 月 － 日 改 定 
平 成 ６ 年 ３ 月 2 2 日 改 定 
平 成 1 5 年 ４ 月 １ 日 改 定 
平 成 1 7 年 ５ 月 1 6 日 改 定 
平 成 2 1 年 ５ 月 2 5 日 改 定 
平 成 2 2 年 ６ 月 3 0 日 改 定 
平 成 2 3 年 ５ 月 1 6 日 改 定 
平 成 2 4 年 ５ 月 2 9 日 改 定 

第１条 方  針 

１ 台風、豪雨、豪雪、低温、干ばつ等により発生した農林関係の被害状況を的確に把握し、事

後指導及び金融措置等の早期対策を講ずるため、この要領を定める。 

２ 災害対策事務は、被害を受けた地域が局地的又は被害状況が軽微で、一般事務として対策を

講ずる場合と、被害を受けた地域が広くて又は被害の状況が甚大で、農林部として災害対策本

部の措置が必要な場合に分ける。 

３ 農林部災害対策本部設置要領は別に定める。 

第２条 組  織 

災害の状況及び被害等のとりまとめは、農林部災害対策本部設置要領に定める部内各課分掌

事務に基づき分担し、農政課が総括する。 

第３条 被害報告 

１ 災害発生に際しては、農畜産物及び、関係施設は振興局の農業関係課、農地及び農業用施設

については振興局の農村整備関係課、並びに林地、林道、林業関係については振興局の林務関

係課が速やかに市町からの報告を受け、市町、農協、九州農政局（長崎県拠点）と協議確認の

うえ管内市町分をとりまとめ別記１により所管課に報告する。 

農協等共同利用施設については団体検査指導室が速やかに農業協同組合から別記１より報告

を受けるものとする。 

２ 被害報告を受けた各課は、所掌事項についてとりまとめ農政課に報告するとともに、関係省

庁に報告する。 

３ 農政課は、農林被害全体についてとりまとめ、関係機関に報告する。 

４ 農林被害の伝達経路は、別記２のとおりとする。 

５ 第３条の１の各振興局は、管内市町からの報告がない場合においても、災害発生の事実が認

められる場合は、関係市町に確認して、前記の報告を行うものとする。なお、被害の状況につ

いて、管内市町別に整理し保管しておくものとする。 

６ 災害時の気象情報の収集は、各被害の担当課で行ない、関係省庁への報告をするとともに、

農政課に報告する。 

７ 農林被害全体の被害報告は、別紙１のとおりとする。 

８ 農業関係の被害報告は、別紙２のとおりとする。 
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９ 農村整備関係の被害報告は、別紙３のとおりとする。 

10 林務関係の被害報告は、別紙４のとおりとする。 

第４条 災害対策 

１ 技術指導対策は、関係各課が所管に応じて行ない内容を農政課へ連絡する。 

２ 農林産物の災害技術対策は、農産園芸課、森林整備室を中心に別紙６を基本として行なうも

のとする。 

第５条 被害の公表 

１ 被害状況の公表は、本部長（農林部長）が行なうものとする。 

２ 公表資料は、関係各課で準備し、農政課へ連絡するものとする。 

第６条 定  義 

１ 「被害」とは、暴風雨、豪雨、洪水、高潮、地震、津波、低温、干ばつ、降霜、降ひょうそ

の他の異常な天然現象もしくは大規模な火事その他の大規模な事故等により生じた災害又は当

該被害が主因となって発生もしくは著しく増加した病害虫等によって農林業が受けた被害をい

う。 

２ 「被害額」とは、施設等被害についてはその施設等の再取得価格又は復旧額、生産物被害に

ついては農林部で作成した農産物価格又は公定価格のあるものは当該公定価格に被害数量を乗

じて得た額をいう。 

第７条 その他 

１ 災害関係の事務処理については緊急の場合に対処できるよう、あらかじめ体制を整えておく

ものとする。 

２ 災害の調査及び対策指導に当たっては、県地域防災計画及び市町防災計画と十分な整合性を

とり実施するものとする。 

３ この要領に定めない事項については、必要に応じて農林部長が別に定めるものとする。 

 

別記１ 

 農林業関係被害報告 

１ 報告の種類 

 １）発生報告 

   被害発生当日～翌日の正午までに、概ね次の事項について電話等により報告する。 

  ア 災害の種類 

  イ 災害が発生した日時 

  ウ 災害が発生した場所又は地域 

  エ 被害の程度 

  オ 被害に対してとった措置 

  カ 雨量（日雨量・最大時間雨量） 

  キ その他必要な事項 

 ２）速報……被害発生後、翌日までに報告し、２～３日ごとに、第３報まで被害報告の該当事

項について電話等により報告する。 

 ３）概況報告……被害発生後 10日以内に、被害報告様式の該当事項について文章により報告

する。ただし、農業関係被害については、５日以内に、または冷害、干害等長期にわたる被

害の場合にあっては、被害が終息するまで７日毎に報告する。 

 ４）確定報告……被害発生後 20日以内に、被害報告様式の該当事項について文書により報告
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する。 

   ただし、その内容が前項の被害概況報告と同一の場合は、同報告をもって、これに代える

ことができるものとする。 

２ 報告書作成上の注意事項 

 １）参考資料の提出 

   被害状況をより明らかにするため、参考資料として気象概況、被害状況写真、一般被害状

況（例えば河川の増水及び氾濫状況、人家及び土木建造物の被害状況等）を被害報告に添付

して提出するものとする。 

 ２）２以上の災害が併発又は重複して発生した場合には、できるだけ分離して被害を把握する

ものとし、分離が不可能な場合には、主たる災害の名称を記入し、備考として他の災害が発

生している旨を記入するものとする。 

長期被害が発生した場合は、総被害額に重複が生じないよう特に留意する。 

 ３）農作物の総栽培面積については、農林水産省大臣官房統計部が公表している作物はその面

積を、公表前のもので変動の少ない場合は前年の面積を、変動が大きい場合には推定値を、

その他の農作物については各機関で調査した面積を用いることとする。 

 ４）農作物の 10アール当り平年収量については、農林水産省大臣官房統計部で作成している

作物は、その作成した数値を利用し、地域別の収量差の大きい作物及びその他については､

前５か年のうち、最高、最低値を徐く３か年平均値を採用すること。 

 ５）農産物の被害額算定に使用する単価及び果樹の被害評価基準に使用する育成値について

は、前年度２月末日までに、関係課により決定する。 

   耕地被害、林務被害については、各所管で決定した単価を使用する。 

 ６）その他農林業被害報告について問題を生じた場合は、農政課と十分協議してその取扱いを

適正にする。 

３ 報告部数 

 １）文章で報告する場合の提出部数は、１部とする 
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２ 防災機関の緊急連絡先一覧表 
（県防災企画課） 

機    関    名 通  常  時  電  話  番  号 休日・夜間電話番号 

国 
内閣府 代表 03-5253-2111 代表 03-5253-2111 
消防庁 代表 03-5253-5111 宿直室 03-5253-7777 
九州管区警察局 長崎県警察本部代表 095-820-0110 代表 092-622-5000 
九州厚生局 代表 092-707-1115 代表 092-707-1115 
九州農政局 代表 096-211-9111 代表 096-211-9111 
  長崎県拠点 地方参事官室 095-845-7121 地方参事官室 095-845-7121 
九州防衛局 地方調整課 092-483-8816 当直室 092-483-8832 
九州地方整備局 防災室 092-476-3544 代表 092-471-6331 
  長崎河川国道事務所 防災課 095-839-9897 代表 095-839-9211 
  長崎港湾・空港整備事務所 海洋利用調整室 095-878-5203 副所長 090-5486-4126 
九州経済産業局 企画部総務課 092-482-5405 企画部総務課 090-7396-9444 
九州産業保安監督部 管理課 092-482-5927   
福岡財務支局長崎財務事務所 総務課 095-827-7095   
九州総合通信局 防災対策推進室 096-326-7334 防災対策推進室長 090-2510-6263 
九州森林管理局 企画調整課 096-328-3511 企画調整課 096-328-3512 
  長崎森林管理署 総務グループ 0957-41-6911   
長崎海上保安部 警備救難課 095-827-5134 警備救難課 095-827-5134 
佐世保海上保安部 警備救難課 0956-31-6003 警備救難課 0956-31-6003 
対馬海上保安部 警備救難課 0920-52-0118 警備救難課 0920-52-0118 
大阪航空局長崎空港事務所 総務課 0957-53-6151   
九州運輸局 安全防災・危機管理課 092-472-2318   
長崎運輸支局(本庁舎、東長崎庁舎、佐世保)  総務企画担当 095-822-0010 総務企画担当 090-7581-7034 
長崎地方気象台  095-811-4862   
長崎労働局 総務課 095-801-0020   
国土地理院九州地方測量部 代表 092-411-7881 防災情報管理官 090-4343-0877 
九州地方環境事務所 総務課 096-322-2400 総務課  
九州管区行政評価局  092-431-7081   
  長崎行政監視行政相談センター  095-849-1101   

自衛隊 
陸上自衛隊第 16 普通科連隊 代表 0957-52-2131 代表 0957-52-2131 
   〃  対馬警備隊 代表 0920-52-0791 代表 0920-52-0791 
海上自衛隊佐世保地方総監部 代表 0956-23-7111 代表 0956-23-7111 
航空自衛隊西部航空方面隊司令部 代表 092-581-4031 代表 092-581-4031 

県 

災害対策本部 危機管理課 095-824-3597 防災対策室 095-825-7855 
長崎県警察本部 代表 095-820-0110 代表 095-820-0110 
長崎振興局 代表 095-844-2181 代表 095-844-2181 
県央振興局 代表 0957-22-0010 代表 0957-22-0010 
島原振興局 総務課 0957-63-5036  代表 0957-63-0111 
県北振興局 総務企画課 0956-22-0374  代表 0956-23-4211 
五島振興局 総務課 0959-72-4852  代表 0959-72-2121 
壱岐振興局 総務課 0920-47-4396 代表 0920-47-1111 
対馬振興局 総務課 0920-52-1206  代表 0920-52-1311 

消防局（本部） 
長崎市消防局 代表 095-822-0119  代表 095-822-0119 
佐世保市消防局 代表 0956-23-5121  代表 0956-23-5121 
平戸市消防本部 代表 0950-22-3167  代表 0950-22-3167 
松浦市消防本部 代表 0956-72-1211  代表 0956-72-1211 
対馬市消防本部 代表 0920-52-2691  代表 0920-52-2691 
壱岐市消防本部 代表 0920-45-3037  代表 0920-45-3037 
五島市消防本部 代表 0959-72-3131 代表 0959-72-3131 
新上五島町消防本部 代表 0959-42-0119  代表 0959-42-0119 
県央地域広域市町村圏組合消防本部 代表 0957-23-0119 代表 0957-23-0119 
島原地域広域市町村圏組合消防本部 代表 0957-62-7711 代表 0957-62-7711 

公共機関 
日本銀行長崎支店 総務課 095-820-6110   
日本赤十字社長崎県支部 事業推進課 095-846-0680 事業推進課長 090-7152-1222 
日本放送協会長崎放送局 企画総務 095-821-1115 放送部 095-821-3121 
西日本高速道路㈱長崎高速道路事務所 代表 0957-26-0011 代表 0957-26-0011 
九州旅客鉄道㈱長崎支社 総務企画課 095-827-4050 長崎駅 095-822-0063 
西日本電信電話㈱長崎支店 災害対策室 095-893-8059 災害対策室 090-7399-5397 
日本郵便(株)大村郵便局 代表 0957-52-4227   
日本通運㈱長崎支店 業務推進 095-846-2111   
九州電力送配電㈱ 長崎支社企画業務部企画管理グループ  095-864-1917 長崎支社電力部総合制御所 095-864-1937 
（一社）長崎県医師会 (一社)長崎県医師会代表 095-844-1111   
（一社）長崎県歯科医師会 事務局 095-848-5311   
（公社）長崎県看護協会 事務局 0957-49-8050   
西部ガス㈱長崎供給部 保全グル-プ 095-827-8808   

西部ガス㈱中央指令部 保安指令ｸﾞﾙｰﾌﾟガス漏れ専用ﾎｯﾄﾗｲﾝ  095-824-0919 保安指令ｸﾞﾙｰﾌﾟガス漏れ専用ﾎｯﾄﾗｲﾝ  095-824-0919 

（一社）長崎県ＬＰガス協会 事務局 095-824-3770   
（一社）長崎県バス協会 代表 095-822-9018   
（公社）長崎県トラック協会 代表 095-838-2281   
島原鉄道㈱ 営業部鉄道課 0957-62-2232  鉄道課運行指令所 0957-62-6623 
松浦鉄道㈱ 運輸部施設課 0956-62-3194 運輸部運転指令 0956-63-2546 
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九州商船㈱ 総務部庶務課 095-822-9151  当直室 095-822-4748 
長崎放送㈱ 報道部 095-823-1553  報道部 095-823-1553 
㈱テレビ長崎 報道部 095-827-2000  報道部（守衛）  095-827-2000 
長崎文化放送㈱ 報道局 095-843-7004 報道局 095-843-7004 
㈱長崎国際テレビ ＮＩＢ報道部 095-820-3001  ＮＩＢ報道部 095-820-3001 
㈱エフエム長崎 放送部 095-828-2020  マスタ- 095-828-2023 
㈱長崎新聞社 代表 095-844-2103  代表 095-844-2103 
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３ 各種協定等 

(1) 災害時における放送要請 
① 災害に関する対策のための放送要請に関する協定 

（県防災企画課：ＮＨＫ長崎） 

 

災害対策基本法（昭和 36年法律第 223 号。以下「法」という｡）第 57 条に規定する放送に関し

て、長崎県知事と日本放送協会長崎放送局長は、同法施行令第 22 条の規定に基づき協議し、災害

に関する対策のための放送要請に関する手続きについて次のとおり協定する。 

 

第１条 長崎県知事（以下「甲」という｡）が法第 57条の規定に基づき、日本放送協会長崎放送

局長（以下「乙」という｡）に､放送を要請するときの手続は、この協定の定めるところによっ

て行う。 

 

第２条 甲が乙に、放送を要請しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書をもっ

て要請するものとする。 

（1） 放送を要請しようとする理由 

（2） 放送事項 

（3） 放送を行う日時および放送系統 

（4） その他必要な事項 

２ 要請は、緊急を要するときは電話をもって要請することができるものとする。この場合事後

すみやかに文書を提出するものとする。 

 

第３条 乙は、甲からの放送の要請をうけたときは、その内容を検討し、法第 57 条の規定に適合

するときは、放送の形式、内容、時刻及び放送系読等をそのつど決定し、すみやかに放送する

ものとする。 

 

第４条 要請手続の円滑を図るため、長崎県総務部消防防災課長及び長崎放送局放送部長を連絡

責任者とする。 

 

第５条 この協定に規定する事項に関係して疑義等が生じたときは、甲と乙が協議して定めるも

のとする。 

 

第６条 この協定は、締結の日から効力を生ずる。 

 

この協定締結の証として本書２通を作成し当事者記名押印のうえ､おのおの１通を保有する。 

 

昭和 54 年９月６日 

 

甲   長 崎 県 知 事 

久   保   勘   一 

 

乙   日本放送協会長崎放送局長 

鈴   木   正   和 
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② 緊急警報放送に関する確認事項 
（県防災企画課：ＮＨＫ長崎） 

 

本年９月１日から日本放送協会が実施する緊急警報放送の効率的運用を図るため、長崎県知事

（以下「甲」という｡）及び日本放送協会長崎放送局長（以下「乙」という｡）は、次の事項につ

いて確認する。 

記 

１ 運用の基本 

  運用の基本は災害対策基本法第 57条に規定する放送に関し、昭和 54年９月６日付で甲、乙

間で、締結した「災害に関する対策のための放送要請に関する協定」によるものとする。 

 

２ 運用上の留意事項 

（1） 要請手続 

   緊急警報放送の要請は、原則として甲が乙に対して行うものとする。ただし、特に緊急を

要する場合には、市町村長も直接要請することができる。 

（2） 要請事由 

   緊急警報放送の要請事由は、次のとおりとする。 

  ア 長崎県地方に大規模な地震警戒宣言が発令されたとき 

  イ 長崎県地方に津波警報が発表されたとき 

  ウ 災害対策基本法第 57条に規定する放送を行う必要があるとき 

（3） 要請事務 

  ア 緊急警報放送の要請書は、所定の様式により原則としてファックスにより送付する。 

  イ 甲は、市町村長が直接乙に対して要請を行ったとき及び電話による要請を行ったときは、

事後すみやかに要請書を提出するものとする。 

 

３ 附  則 

（1） この確認事項は、昭和 60 年９月１日から効力を生ずる。 

（2） この確認事項の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、おのおの１通を保有

する。 

 

 

昭和 60 年８月 31 日 

 

 

甲   長 崎 県 知 事 

高   田       勇 

 

 

乙   日本放送協会長崎放送局長 

吉   田       稔 
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③ ア 災害時における放送要請に関する協定 
 （県防災企画課：ＮＢＣ：ＫＴＮ：エフエム長崎：ＮＣＣ：ＮＩＢ） 

 

（協定の趣旨） 

第 1条 この協定は､災害対策基本法第57条並びに災害対策基本法施行令第22条の規定に基づき

長崎県知事が長崎放送株式会社（以下｢ＮＢＣ｣という。）に放送を行うことを求めるときの手続

きを定めるものとする。 

 

（放送要請） 

第２条 長崎県知事は、法第 55 条の規定に基づく通知または要請について、災害のため公衆電気

通信設備、有線電気通信設備若しくは、無線設備により通信できない場合、または、著しく困

難な場合において、その通信のため特別の必要があるときＮＢＣに対し、放送を行うことを求

めることができる。 

 

（要請の手続） 

第３条 長崎県知事は、ＮＢＣに対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。 

（1） 放送要請の理由 

（2） 放送事項 

（3） 希望する放送日時および送信系統 

（4） その他必要な事項 

２ 要請は、緊急を要するときは電話をもって要請することができるものとする。この場合事後

すみやかに文書を提出するものとする。 

 

（放送の実施） 

第４条 ＮＢＣは、長崎県知事からの要請を受けたときは、その内容を検討し、法第 57条の規定

に適合するときは、放送の形式、内容、時刻及び送信系統等をその都度決定し、速やかに放送

するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図る

ため、長崎県総務部消防防災課長および長崎放送株式会社報道部長を連絡責任者とする。 

 

（補   則） 

第６条 この協定に規定する事項に関係して疑義等が生じた時は、長崎県知事及び長崎放送株式

会社社長が協議して定めるものとする。 

 

（附   則） 

第７条 この協定は、締結の日から効力を生ずる。 

 

この協定締結の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、おのおの１通を保有する。 

 

昭和 54 年９月６日 

 

長崎県知事  久  保  勘  一 

 

長崎放送株式会社 

社 長   鈴  木  従  道 
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③ イ 災害時における放送要請に関する協定 
 （県防災企画課：ＮＢＣ：ＫＴＮ：エフエム長崎：ＮＣＣ：ＮＩＢ） 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法第 57条並びに災害対策基本法施行令第 22条の規定に基づ

き長崎県知事が株式会社テレビ長崎（以下｢ＫＴＮ｣という。）に放送を行うことを求めるときの

手続きを定めるものとする。 

 

（放送要請） 

第２条 長崎県知事は、法第 55 条の規定に基づく通知または要請について、災害のため公衆電気

通信設備、有線電気通信設備若しくは、無線設備により通信できない場合、または、著しく困

難な場合において、その通信のため特別の必要があるときＫＴＮに対し、放送を行うことを求

めることができる。 

 

（要請の手続） 

第３条 長崎県知事は、ＫＴＮに対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。 

（1） 放送要請の理由 

（2） 放送事項 

（3） 希望する放送日時および送信系統 

（4） その他必要な事項 

２ 要請は、緊急を要するときは電話をもって要請することができるものとする。この場合事後

すみやかに文書を提出するものとする。 

 

（放送の実施） 

第４条 ＫＴＮは、長崎県知事からの要請を受けたときは、その内容を検討し、法第 57条の規定

に適合するときは、放送の形式、内容、時刻及び送信系統等をその都度決定し、速やかに放送

するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図る

ため、長崎県総務部消防防災課長および株式会社テレビ長崎報道部長を連絡責任者とする。 

 

（補   則） 

第６条 この協定に規定する事項に関係して疑義等が生じた時は、長崎県知事及び株式会社テレ

ビ長崎社長が協議して定めるものとする。 

 

（附   則） 

第７条 この協定は、締結の日から効力を生ずる。 

 

この協定締結の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、おのおの１通を保有する。 

 

昭和 54 年９月６日 

 

長崎県知事  久  保  勘  一 

 

株式会社テレビ長崎 

社 長    塩  飽     茂 
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③ ウ 災害時における放送要請に関する協定 
 （県防災企画課：ＮＢＣ：ＫＴＮ：エフエム長崎：ＮＣＣ：ＮＩＢ） 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法第 57条並びに災害対策基本法施行令第 22条の規定に基づ

き長崎県知事が株式会社エフエム長崎（以下「ＦＭ長崎」という。）に放送を行うことを求める

ときの手続きを定めるものとする。 

 

（放送要請） 

第２条 長崎県知事は、法第 55 条の規定に基づく通知または要請について、災害のため公衆電気

通信設備、有線電気通信設備若しくは、無線設備により通信できない場合、または、著しく困

難な場合において、その通信のため特別の必要があるときＦＭ長崎に対し、放送を行うことを

求めることができる。 

 

（要請の手続） 

第３条 長崎県知事は、ＦＭ長崎に対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。 

（1） 放送要請の理由 

（2） 放送事項 

（3） 希望する放送日時および送信系統 

（4） その他必要な事項 

２ 要請は、緊急を要するときは電話をもって要請することができるものとする。この場合事後

すみやかに文書を提出するものとする。 

 

（放送の実施） 

第４条 ＦＭ長崎は、長崎県知事からの要請を受けたときは、その内容を検討し、法第 57 条の規

定に適合するときは、放送の形式、内容、時刻及び送信系統等をその都度決定し、速やかに放

送するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図る

ため、長崎県総務部消防防災課長および株式会社エフエム長崎放送部長を連絡責任者とする。 

 

（補   則） 

第６条 この協定に規定する事項に関係して疑義等が生じた時は、長崎県知事及び株式会社エフ

エム長崎代表取締役が協議して定めるものとする。 

 

（附   則） 

第７条 この協定は、締結の日から効力を生ずる。 

 

この協定締結の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、おのおの１通を保有する。 

 

昭和 57 年 11 月 22日 

 

長崎県知事  高  田     勇 

 

株式会社エフエム長崎 

代表取締役  中  澤  忠  雄 
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③ エ 災害時における放送要請に関する協定 
 （県防災企画課：ＮＢＣ：ＫＴＮ：エフエム長崎：ＮＣＣ：ＮＩＢ） 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法第 57条並びに災害対策基本法施行令第 22条の規定に基づ

き長崎県知事が長崎文化放送株式会社（以下「ＮＣＣ」という。）に放送を行うことを求めると

きの手続きを定めるものとする。 

 

（放送要請） 

第２条 長崎県知事は、法第 55 条の規定に基づく通知または要請について、災害のため公衆電気

通信設備、有線電気通信設備若しくは、無線設備により通信できない場合、または、著しく困

難な場合において、その通信のため特別の必要があるときＮＣＣに対し、放送を行うことを求

めることができる。 

 

（要請の手続） 

第３条 長崎県知事は、ＮＣＣに対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。 

（1） 放送要請の理由 

（2） 放送事項 

（3） 希望する放送日時および送信系統 

（4） その他必要な事項 

２ 要請は、緊急を要するときは電話をもって要請することができるものとする。この場合事後

すみやかに文書を提出するものとする。 

 

（放送の実施） 

第４条 ＮＣＣは、長崎県知事からの要請を受けたときは、その内容を検討し、法第 57条の規定

に適合するときは、放送の形式、内容、時刻及び送信系統等をその都度決定し、速やかに放送

するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図る

ため、長崎県総務部消防防災課長および長崎文化放送株式会社報道制作局長を連絡責任者とす

る。 

 

（補   則） 

第６条 この協定に規定する事項に関係して疑義等が生じた時は、長崎県知事及び長崎文化放送

株式会社代表取締役が協議して定めるものとする。 

 

（附   則） 

第７条 この協定は、締結の日から効力を生ずる。 

 

この協定締結の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、おのおの１通を保有する。 

 

平成２年６月 14 日 

 

長崎県知事  高  田     勇 

 

長崎文化放送株式会社 

代表取締役  鹿  垣  籾  義 
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③ オ 災害時における放送要請に関する協定 
 （県防災企画課：ＮＢＣ：ＫＴＮ：エフエム長崎：ＮＣＣ：ＮＩＢ） 

 

（協定の趣旨） 

第１条 この協定は、災害対策基本法第 57条並びに災害対策基本法施行令第 22条の規定に基づ

き長崎県知事が株式会社長崎国際テレビ（以下「ＮＩＢ」という。）に放送を行うことを求める

ときの手続きを定めるものとする。 

 

（放送要請） 

第２条 長崎県知事は、法第 55 条の規定に基づく通知または要請について、災害のため公衆電気

通信設備、有線電気通信設備若しくは、無線設備により通信できない場合、または、著しく困

難な場合において、その通信のため特別の必要があるときＮＩＢに対し、放送を行うことを求

めることができる。 

 

（要請の手続） 

第３条 長崎県知事は、ＮＩＢに対し、次に掲げる事項を明らかにして要請するものとする。 

（1） 放送要請の理由 

（2） 放送事項 

（3） 希望する放送日時および送信系統 

（4） その他必要な事項 

２ 要請は、緊急を要するときは電話をもって要請することができるものとする。この場合事後

すみやかに文書を提出するものとする。 

 

（放送の実施） 

第４条 ＮＩＢは、長崎県知事からの要請を受けたときは、その内容を検討し、法第 57条の規定

に適合するときは、放送の形式、内容、時刻及び送信系統等をその都度決定し、速やかに放送

するものとする。 

 

（連絡責任者） 

第５条 第３条に掲げる放送要請に関する事項の伝達及びこれに関する連絡の確実、円滑を図る

ため、長崎県総務部消防防災課長および株式会社長崎国際テレビ報道制作局長を連絡責任者と

する。 

 

（補   則） 

第６条 この協定に規定する事項に関係して疑義等が生じた時は、長崎県知事及び株式会社長崎

国際テレビ代表取締役が協議して定めるものとする。 

 

（附   則） 

第７条 この協定は、締結の日から効力を生ずる。 

  

この協定締結の証として本書２通を作成し、当事者記名押印のうえ、おのおの１通を保有する。 

 

平成３年５月 13 日 

 

長 崎 県 知 事  高  田     勇 

 

株式会社長崎国際テレビ 

代表取締役社長  米  濱  和  英 
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放  送  要  請  書 
 

項 目 内 容 

放 送 要 請 の 理 由 （○○災害による通知．連絡．指示．勧告．） 

放 送 事 項 （放送広報文 N o . ○を主旨とした○○○） 

放 送 日 時 （   月    日   随 時 ．   即 時 ．） 

系 統 

（ 県 下 一 円 ） 

（ ○ ○ 地 区 を 主 体 ） 

（ テ レ ビ ． ラ ジ オ ） 

そ の 他  

 

 

上 記 の と お り 要 請 し ま す 。 

 

 

年    月    日 

 

 

 

長 崎 県 知 事 

 

 

 

  様 
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放  送  報  告  書 
  

項 目 内 容 

放 送 日 時 
（ ○ ○ 時 ・ ○ ○ 時 

回 数 ） 

系 統  

放 送 事 項 （放送広報文 N o . ○を主体とした○○○） 

そ の 他  

 

上 記 の と お り 報 告 し ま す 。 

 

 

年    月    日 

 

 

 

 

長 崎 県 知 事  様 
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(2) 災害救助法に基づく救助・応援に関する委託契約書 
（県福祉保健課：日本赤十字社長崎県支部） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と日本赤十字社長崎県支部（以下「乙」という。）は、災害

救助法（昭和 22 年法律第 118 号。（以下「法」という｡）第 16 条の規定に基づく、救助又は

その応援（以下「業務」という。）の実施に関して、次のとおり委託契約を締結する。 

 

（委託事項） 

第 1 条 非常災害が発生し、被災者に対する救助等の業務の必要があるとき、甲は乙に対し、

次の各号に掲げる業務を委託する。 

（１）医療 

ア 診察 

イ 薬剤又は治療材料の支給 

ウ 処置、手術その他の治療 

エ 病院又は診療所への収容 

オ 看護 

（２）助産 

ア 分べんの介助 

イ 分べん前後の処置 

ウ 脱脂綿、ガーゼその他の衛生材料の支給 

（３）死体の処理 

ア 死体の洗浄、縫合、消毒等の処置 

イ 検案 

（４）避難所の設置の支援 

ア 避難所における乙が備蓄する救援物資の配布 

イ 避難所における生活環境の整備にかかる物資等の配布 

（５）こころのケア 

避難所の被災者に対する健康相談等 

２ 災害の状況により、緊急に委託の範囲を拡げなければならない場合は、直ちに甲は乙と

の協議により委託事項を明確にしそれを実施することができるものとする。 

 

（委託の実施期間） 

第２条 乙は、甲の要請に基づき業務を行うものとし、その期間は、法第４条第３項及び災

害救助法施行令（昭和２２年政令第２２５号。以下「政令」という。）第３条第１項の規定

に基づく期間とする。 

  ただし、甲は乙との協議を経て、甲が政令第３条第２項の規定に基づき内閣総理大臣の

承認を得て期間を延長した場合はその期間によるものとする。 

 

（委託の実施体制） 

第３条 第１条各号に掲げる業務は、乙の編成する救護班等により行うものとする。 
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（委託費用の補償） 

第４条 甲は、第１条の規定により委託した業務を実施するため、乙が支弁した費用につい

て、法第１９条の規定に基づきその費用のための寄附金その他の収入を控除した額を別表

に定めるところにより、乙の請求により補償するものとする。 

 

（委託費用の請求） 

第５条 乙は、前条の規定によって費用を甲に請求するときは、別紙様式による請求書にそ

の支弁費用にかかる証拠書類の写しを添付して提出するものとする。 

 

（契約期間） 

第６条 この契約の有効期間は、令和元年８月１日から令和２年３月３１日までの１年間と

する。 

２ 前項の有効期間が満了する１か月前までに、この契約に関して甲又は乙のいずれからも

別段の意思表示がないときは、この契約と同一の内容をもってさらに契約を更新したもの

とみなす。 

 

（その他） 

第７条 この契約について、疑義のあるとき、又はこの契約の定めのない事項については、

甲、乙協議のうえ定めるものとする。 

 

附則 

１ 平成２７年４月１日付け長崎県知事と日本赤十字社長崎県支部長とが締結した「災害救

助法に基づく救助・応援に関する委託契約」は、本契約が効力を生ずる日をもって廃止す

る。 

 

この契約の締結を証するため､本書２通を作成し甲、乙記名押印のうえ、各自その１通を保

有するものとする。 

   

令和元年８月１日 

 

甲 長崎市尾上町３番１号 

長崎県知事 中村法道 

 

乙 長崎市魚の町３番 28 号 

日本赤十字社長崎県支部 

支部長代理副支部長 宮脇 雅俊 



 

- 61 - 

(3) 災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定 

（県福祉保健課：長崎県生活協同組合連合会） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と長崎県生活協同組合連合会（以下「乙」という。）は、長

崎県内において、地震、風水害、大火災、その他の原因による災害が発生した場合に、被災

者及び避難者（以下「被災者等」という。）に対して円滑な救援、支援活動を行い、県民生活

の早期安定を図るため、この協定を締結する。 

 

（目 的） 

第１条 この協定は、災害時において応急生活物資の調達と安定供給、輸送、ボランティア

活動、生活情報の収集・提供等の救援活動を円滑に行い、もって被災者等の生活の早期安

定に寄与することを目的とする。 

 

（応急生活物資の調達と輸送） 

第２条 災害時に必要な応急生活物資の調達と輸送を行うため、甲は乙に対して情報の提供

と必要な要請を行い、乙はこれを受けて乙に加盟する各生活協同組合（以下「会員生協」

という。）に対し必要な指導・要請を行うものとする。 

 

（ボランティア活動の推進） 

第３条 乙は、会員生協組合員のボランティアの養成に努めるとともに、災害時において会

員生協組合員のボランティア活動を積極的に推進するものとし、甲は乙の会員生協組合員

のボランティア養成に対して必要な協力・助言を行うものとする。 

 

（情報の収集・提供） 

第４条 甲と乙は、災害時において物価の高騰等の防止を図るため、協力して県民に対し、

迅速かつ的確な情報の提供に努めるものとする。 

 

（防災意識の向上） 

第５条 乙は、会員生協組合員の活動を通じて、日常的に会員生協組合員の防災意識の向上

に努め、甲は乙に対して必要な協力を行うものとする。 

 

（広域的な支援体制の整備） 

第６条 乙は、長崎県以外を事業区域とする他の生活協同組合や連合会との間の連携を強化

し、生活協同組合間相互支援協定の締結等、広域的な支援が受けられる体制の整備に努め

るものとする。 

 

（協定事項の発効） 

第７条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として、甲が災害対策本部を設置し、

乙に対して要請を行ったときをもって発効するものとする。 

 

（他都道府県への応援） 

第８条 乙は、甲が災害等により被災した他都道府県に対して生活物資の供給応援を行う場

合においても、この協定の精神にのっとり、甲に対してできる限り協力するものとする。 
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（担当者の設定と連絡会議） 

第９条 甲及び乙は、この協定を円滑に推進するために、事務担当者の連絡会議を設置する。 

２ 連絡会議の開催及び運営については、甲と乙が協議の上、別途定める。 

 

（確認書の作成） 

第 10 条 この協定の詳細については、別途確認書を定めるものとする。 

 

（協 議） 

第 11 条 この協定に定める事項について疑義が生じたときは、甲と乙が協議の上、決定する。 

 

この協定を証するため本書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各１通を保有する。 

 

 

   平成 17 年 11 月１日 

 

 

         甲  長崎県 

                長崎市江戸町２番 13 号 

                長崎県知事  金 子  原二郎 

 

         乙  長崎県生活協同組合連合会 

                長崎市銭座３番３号 

                会長理事   岩 本  省 三 
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「災害時における応急生活物資供給等に関する基本協定」についての確認書 
 

長崎県（以下「甲」という。）と長崎県生活協同組合連合会（以下「乙」という。）は、「災

害時における応急生活物資供給等に関する基本協定」（以下「協定」という。）第 10 条の規定

に基づき、災害時における応急生活物資供給等に関する協力事項について、次のとおり実施

細目を定め確認するものとする。 

 

（協力要請） 

第１条 甲は、災害時において甲が応急生活物資を調達する必要があるときは、乙に対し応

急生活物資の供給について協力を要請することができる。 

２ 甲は必要に応じて乙に対して、輸送業務等について協力を要請することができる。 

 

（業務の協力実施） 

第２条 乙は、前条の規定により甲から協力要請を受けたときは、乙に加盟する生活協同組

合（以下「会員生協」という。）及び会員生協が加盟する連合会（以下「連合会」という。） 

が保有する応急生活物資の供給及び輸送業務に対する協力等に積極的に努めるものとする。 

 

（応急生活物資） 

第３条 甲が乙に要請する応急生活物資の品目は、被害の状況に応じて決定するものとし、

主なものは別表１のとおりとする。 

２ 乙は、会員生協及び連合会が保有する災害時に供給可能な応急生活物資の品目及びその

数量について適切な把握に努め、必要に応じて甲に報告するものとする。 

 

（要請の手続き） 

第４条 甲の乙に対する要請手続きは、原則として文書をもって行うものとする。ただし、

緊急を要するときは電話等の方法により行い、後日速やかに文書を送付するものとする。 

２ 甲から乙への要請等の経路は、別表２のとおりとする。 

３ 甲と乙は、災害時における連絡体制及び連絡方法等について事前に定めておくものとし、

災害時において支障をきたさないよう常に点検、改善に努めるものとする。 

４ 乙は、乙と会員生協との連絡体制及び連絡方法等について、災害時において支障をきた

さないよう常に点検、改善に努めるものとする。 

 

（情報の提供） 

第５条 甲は協力要請を行った場合、乙に対し速やかに業務実施区域の被災状況及び交通規

制の情報等を提供するとともに、県民に対して生活物資の供給状況等の情報提供に努める

ものとする。 

２ 乙は、会員生協及び連合会をして業務実施区域の被災状況や生活物資の供給状況等を把

握し、甲に対してその情報を提供するものとする。 
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（輸 送） 

第６条 甲と乙は、災害発生時に応急生活物資の調達及び供給のために必要となる乙の会員

生協の輸送車両について、事前に把握しておくこととし、このための緊急車両の事前届出

について相互に協力するものとする。 

２ 応急生活物資の輸送は、原則として緊急通行車両事前届出済証を有している会員生協が

使用する車両等を用いて行うものとする。 

３ 甲は、乙が実施する輸送が円滑なものとなるよう、必要な措置を講ずるものとする。 

 

（応急生活物資の受領） 

第７条 甲は、甲が指定した場所において乙、会員生協又は連合会が輸送した応急生活物資

の品目及び数量を確認のうえ受領するものとする。 

 

（業務報告） 

第８条 乙は、物資の供給及び輸送業務終了後速やかに業務内容を甲に報告するものとする。 

 

（費用負担） 

第９条 協定により乙が供給した応急生活物資の対価及び乙が行った輸送等の費用について

は、甲が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用については、応急生活物資の対価については災害が発生する直前に

会員生協の組合員に供給していた物資の価格を参考に甲と乙が協議して定め、運搬等に要

した費用については甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第 10 条 乙は、物資の供給及び輸送業務終了後、前条に定める費用を甲に通知し、甲の確認

を受けた後、費用を請求するものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その日から起算して 30 日以内に費用を支払うものと

する。ただし、予算措置を必要とする場合は、この限りではない。 

 

（損害の負担等） 

第 11 条 協定に基づく乙の輸送業務により生じた損害の賠償、または乙、会員生協又は連合

会の職員のうち第２条に定める業務に従事した者がその業務に従事したことにより死亡、

負傷した場合の補償については、甲と乙は誠意をもって協議するものとする。 

 

（協 議） 

第 12 条 この実施細目の解釈について疑義を生じたとき、又はこの実施細目の実施に関し必

要な事項は、その都度、甲と乙が協議して定めるものとする。 

 

 

この実施細目の成立を証するため、本書２通を作成し、甲、乙記名押印のうえ、各１通を

保有する。 
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   平成 17 年 11 月１日 

 

 

         甲  長崎県 

                長崎市江戸町２番 13 号 

                長崎県知事  金 子  原二郎 

 

 

         乙  長崎県生活協同組合連合会 

                長崎市銭座３番３号 

                会長理事   岩 本  省 三 
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(4) ① 災害時における物資の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）とマックスバリュ九州株式会社（以下「乙」という。）とは、

災害発生時等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関

し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（協力の内容） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請するこ

とができる。 

（1）長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（2）長崎県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、物資の調達斡旋を要請された

とき、または救援の必要があるとき。 

２ 乙は、所有または管理する駐車場を一時避難場所として可能な範囲で被災者に提供する。 

３ 乙は、その店舗において、水道水（井戸水）、トイレ等を可能な範囲で被災者に提供する。 

 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が供給可

能な物資とする。ただし、物流ラインの断絶等により物資が供給できない場合があること

を勘案して、乙にて物資調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）

をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもっ

て要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置を

とるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場

所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合

は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式）

により甲に報告するものとする。 
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（費 用） 

第６条 乙が供給した物資及び運搬等の費用は、甲または甲の指定する地方自治体が負担す

るものとし、乙からの請求後、速やかに支払うものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引について

は取引時の適正な価格）によるものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに

相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行で

きるように支援するものとする。 

 

（協 議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

（効 力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、双方いずれとも意思表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解 約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日１ヶ月前までに書面により相

手方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

平成 19 年９月 21 日 

 

                    甲  長崎市江戸町２－13 

                        長崎県知事  金子 原二郎 

 

                    乙  福岡市博多区博多駅東３－13－21 

                        マックスバリュ九州株式会社 

                         取締役社長  坂野 邦雄  
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(4) ② 災害時における物資の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）とイオン九州株式会社（以下「乙」という。）とは、災害発

生時等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関し、次

のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（協力の内容） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請するこ

とができる。 

（1）長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（2）長崎県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、物資の調達斡旋を要請された

とき、または救援の必要があるとき。 

２ 乙は、所有または管理する駐車場を一時避難場所として可能な範囲で被災者に提供する。 

３ 乙は、その店舗において、水道水（井戸水）、トイレ等を可能な範囲で被災者に提供する。 

 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が供給可

能な物資とする。ただし、物流ラインの断絶等により物資が供給できない場合があること

を勘案して、乙にて物資調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式） 

 をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもっ

て要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置を

とるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場

所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合

は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式） 

 により甲に報告するものとする。 
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（費 用） 

第６条 乙が供給した物資及び運搬等の費用は、甲または甲の指定する地方自治体が負担す

るものとし、乙からの請求後、速やかに支払うものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引について

は取引時の適正な価格）によるものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに

相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行で

きるように支援するものとする。 

 

（協 議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

（効 力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、双方いずれとも意思表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解 約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日１ヶ月前までに書面により相

手方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

平成 19 年９月 21 日 

 

                    甲  長崎市江戸町２－13 

                        長 崎 県 知 事  金子 原二郎 

 

                    乙  福岡市博多区博多駅東２－９－11 

                        イオン九州株式会社 

                        代表取締役社長  松井 博史 
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(4) ③ 災害時における物資の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と株式会社イズミ（以下「乙」という。）とは、災害発生時

等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関し、次のと

おり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（要 請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請するこ

とができる。 

（1）長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（2）長崎県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、物資の調達斡旋を要請された

とき、または救援の必要があるとき。 

 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が供給可

能な物資とする。ただし、物流ラインの断絶等により物資が供給できない場合があること

を勘案して、乙にて物資調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）

をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもっ

て要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置を

とるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場

所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合

は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式） 

 により甲に報告するものとする。 
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（費 用） 

第６条 乙が供給した物資の費用（第５条第１項により乙が物資の運搬を行った場合はその

費用を含む）は、甲または甲の指定する地方自治体が負担するものとし、乙からの請求後、

速やかに乙の指定する口座に振込により支払うものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引について

は取引時の適正な価格）によるものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに

相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行で

きるように支援するものとする。 

 

（協 議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

（効 力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、双方いずれとも意思表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解 約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日１ヶ月前までに書面により相

手方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

平成 19 年９月 21 日 

 

                    甲  長崎市江戸町２－13 

                        長 崎 県 知 事  金子 原二郎 

 

                    乙  広島市南区京橋町２－22 

                        株式会社イズミ 

                         代表取締役社長  山西 泰明 
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(4) ④ 災害時における物資の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と（株）セブン－イレブン・ジャパン（以下「乙」という。）

とは、災害発生時等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供

給に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（要 請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請するこ

とができる。 

（1）長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（2）長崎県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、物資の調達斡旋を要請された

とき、または救援の必要があるとき。 

 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が供給可

能な物資とする。ただし、物流ラインの断絶等により物資が供給できない場合があること

を勘案して、乙にて物資調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）

をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもっ

て要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置を

とるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場

所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合

は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式）

により甲に報告するものとする。 

 

 

 



 

- 73 - 

（費 用） 

第６条 乙が供給した物資及び運搬等の費用は、甲または甲の指定する地方自治体が負担す

るものとし、乙からの請求後、速やかに支払うものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における店頭価格（災害発生前の取引については

取引時の店頭価格）によるものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに

相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行で

きるように支援するものとする。 

 

（協 議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

（効 力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、双方いずれとも意思表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解 約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日１ヶ月前までに書面により相

手方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

平成 19 年９月 21 日 

 

                    甲  長崎市江戸町２－13 

                         長崎県知事  金子 原二郎 

 

                    乙  東京都千代田区二番町８－８ 

                        （株）セブン－イレブン・ジャパン 

                         代表取締役社長  山口 俊郎 
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(4) ⑤ 災害時における物資の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と株式会社ファミリ－マ－ト（以下「乙」という。）とは、

災害発生時等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関

し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（要 請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請するこ

とができる。 

（1）長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（2）長崎県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、物資の調達斡旋を要請された

とき、または救援の必要があるとき。 

 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が供給可

能な物資とする。ただし、物流ラインの断絶等により物資が供給できない場合があること

を勘案して、乙にて物資調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）

をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもっ

て要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙は可能な範囲において物資の供給及び運搬に積極

的に協力するとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

２ 前項の規定による協力の範囲は、乙による物資の調達、製造、運搬及び供給とする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場

所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合

は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式）

により甲に報告するものとする。 
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（費 用） 

第６条 乙が供給した物資の費用は、甲または甲の指定する地方自治体が負担するものとし、

乙からの請求後、速やかに支払うものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引について

は取引時の適正な価格）によるものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに

相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行で

きるように支援するものとする。 

 

（協 議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

（効 力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、双方いずれとも意思表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解 約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日１ヶ月前までに書面により相

手方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

平成 19 年９月 21 日 

 

                    甲  長崎市江戸町２－13 

                         長崎県知事  金子 原二郎 

 

                    乙  東京都豊島区東池袋４－26－10 

                        株式会社ファミリ－マ－ト 

                         代表取締役社長 上田 準二 
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(4) ⑥ 災害時における物資の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と株式会社ロ－ソン（以下「乙」という。）とは、災害発生

時等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関し、次の

とおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（要 請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請するこ

とができる。 

（1）長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（2）長崎県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、物資の調達斡旋を要請された

とき、または救援の必要があるとき。 

 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が供給可

能な物資とする。ただし、物流ラインの断絶等により物資が供給できない場合があること

を勘案して、乙にて物資調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）

をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもっ

て要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置を

とるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場

所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合

は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式） 

 により甲に報告するものとする。 

 

（費 用） 

第６条 乙が供給した物資の費用（第５条第１項により乙が物資の運搬を行った場合はその

費用を含む）は、甲または甲の指定する地方自治体が負担するものとし、乙からの請求後、
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速やかに乙の指定する口座に振込により支払うものとする。 

２ 乙が供給した物資の価格は、災害発生直前の乙の店舗での販売推奨価格（災害発生前の

取引については取引時の販売価格）とする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに

相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行で

きるように支援するものとする。 

 

（その他） 

第９条 乙は、自己の加盟店もしくは関係者（配送業者等）に最大限の努力をもって本協定

を履行するよう求めるが、フランチャイズ契約等の制限から、強制することが困難な事情

がある場合、甲はこれを承諾する。 

 

（協 議） 

第 10 条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

（効 力） 

第 11 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、双方いずれとも意思表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解 約） 

第 12 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日１ヶ月前までに書面により相

手方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

平成 19 年９月 21 日 

 

                    甲  長崎市江戸町２－13 

                        長崎県知事  金子 原二郎 

 

                    乙  東京都品川区大崎１－11－２ 

                        株式会社ロ－ソン 

                         代表取締役 新浪 剛史 
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(4) ⑦ 災害時における物資の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と NPO 法人 コメリ災害対策センタ－（以下「乙」という。）

は、災害時における物資の供給に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（趣 旨） 

第１条 この協定は、地震、風水害その他の災害が発生し、又は発生するおそれがある場合

（以下「災害時」という。）において、甲が乙と協力して、物資を迅速かつ円滑に被災地へ

供給するために必要な事項を定めるものとする。 

 

（協定事項の発効） 

第２条 この協定に定める災害時の協力事項は、原則として甲が、災害対策本部を設置し、

乙に対して要請を行ったときをもって発動する。 

 

（供給等の協力要請） 

第３条 甲は、災害時において物資を調達する必要があると認めるときは、乙に調達が可能

な物資の供給等を要請することができる。 

 

（調達物資の範囲） 

第４条 甲が、乙に供給を要請する物資の範囲は、次に掲げるもののうち、乙が調達可能な

物資とする。 

（1）別表に掲げる物資 

（2）その他甲が指定する物資 

 

（要請の方法） 

第５条 第３条の要請は、調達する物資名、数量、規格、引渡場所等を記載した文書をもっ

て行うものとする。ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、電話等で要請し、

その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（物資の供給の協力） 

第６条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、物資の優先供給に努めるもの

とする。 

２ 乙は、物資の供給を実施したときは、その供給の終了後速やかにその実施状況を報告書

により甲に報告するものとする。  

 

（引渡し等） 

第７条 物資の引渡場所は、甲が指定するものとし、その指定地までの運搬は、原則として

乙が行うものとする。ただし、乙が自ら運搬することができない場合は、甲が定める輸送

手段により運搬するものとする。 
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２ 甲は、乙が前項の規定により物資を運搬する車両を優先車両として通行できるよう配意

するものとする。 

 

（費用の負担） 

第８条 第６条の規定により、乙が供給した物資の代金及び乙が行った運搬等の経費は、甲

が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における小売価格等を基準とし、甲と乙が協議の

上速やかに決定する。 

 

（費用の支払い） 

第９条 物資の供給に要した費用は、乙の請求により、甲が支払うものとする。 

２ 甲は、前項の請求があったときは、その内容を確認し、速やかに費用を乙に支払うもの

とする。 

 

（情報交換） 

第 10 条 甲と乙は、平常時から相互の連絡体制及び物資の供給等についての情報交換を行い、

災害時に備えるものとする。 

 

（協 議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項及びこの協定に疑義が生じたときは、甲乙協議の上決定

するものとする。 

 

（有効期間） 

第 12 条 この協定は、協定締結の日から効力を有するものとし、甲又は乙が文書をもって協

定の終了を通知しない限り、その効力を有するものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第 13 条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに相手方

に報告するものとする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

平成 20 年１月 25 日 

 

                    甲  長崎市江戸町２番 13 号 

                        長崎県知事  金子 原二郎 

 

                    乙  新潟県新潟市南区清水 4501 番地１ 

                        ＮＰＯ法人 コメリ災害対策センタ－ 

                         理事長 捧 賢一 
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(4) ⑧ 災害時における物資の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）とサントリ－フ－ズ株式会社（以下「乙」という。）とは、

災害発生時等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関

し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（要 請） 

第１条 甲は、長崎県内の災害時に、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請することが

できる。なお、本協定で「災害時」とは災害救助法施行令第一条で規定される程度の災害

が発生し、水道または電気等のライフラインが絶たれたときを指す。 

 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が供給可

能な物資とする。ただし、物流ラインの断絶等により物資が供給できない場合があること

を勘案して、乙にて物資調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。 

 

（要請の方法） 

第３条 第 1 条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）

をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもっ

て要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置を

とるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場

所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合

は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式）

により甲に報告するものとする。 

 

（費 用） 

第６条 乙が供給した物資の費用は、甲または甲の指定する地方自治体が負担するものとし、

乙からの請求後、速やかに支払うものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格によるものとする。 
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（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに

相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行で

きるように支援するものとする。 

 

（協 議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

（効 力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、双方いずれとも意志表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解 約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日１ヶ月前までに書面により相

手方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

平成 20 年２月 29 日 

 

                    甲  長崎市江戸町２番 13 号 

                        長崎県知事  金子 原二郎 

 

                    乙  東京都港区台場２丁目３番３号 

                        サントリ－フ－ズ株式会社 

                        代表取締役社長 引田 耕治 
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(4) ⑨ 災害時における物資の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と株式会社伊藤園（以下「乙」という。）とは、災害発生時

等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関し、次のと

おり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（要 請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請する 

ことができる。 

(1) 長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が供給 

可能な物資とする。ただし、物流ラインの断絶等により物資が供給できない場合があるこ

とを勘案して、乙にて物資調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式） 

をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもっ

て要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受け、物資の供給を決定したときは、乙はその要請事項を速やか 

に実施するための措置をとるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し 

場所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場

合は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式）

により甲に報告するものとする。 

 

（費 用） 

第６条 乙が供給した物資及び運搬等の費用は、甲または甲の指定する地方自治体が負担 

するものとし、乙からの請求後、速やかに支払うものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引について

は取引時の適正な価格）によるものとする。 
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（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者 

報告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ち

に相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行 

できるように支援するものとする。 

 

（協 議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協 

議して定めるものとする。 

 

（効 力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日 

までに、双方いずれとも意志表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解 約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日 1 ヶ月前までに書面によ 

り相手方に通知するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

平成 25 年９月９日 

 

甲   長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事   中村 法道    印 

 

乙   東京都渋谷区本町３丁目４７番１０号 

                        株式会社伊藤園 

                        代表取締役社長 本庄 大介  
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(4) ⑩ 災害時における物資の供給に関する協定書 

（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と南日本段ボール工業組合（以下「乙」という。）とは、災

害発生時等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関し、

次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（要  請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請する

ことができる。 

(1) 長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

２ 前項の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）をもっ

て行うものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもって要請

し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく措置） 

第２条 乙は、第 1 条の要請を受けたときは、乙の組合員のうち、以下の条件を満たすも

のを選定する。 

(1) 被災地の最寄りの場所に事業所を有するもの 

(2) 生産設備が被災しておらず、甲の要請を満たす生産能力を有しているもの 

(3) 甲の要請に優先的に対応することが可能なもの 

２ 乙は、前項の条件を満たす組合員を選定し、当該組合員の承諾を得たときは、「救援物

資供給者について」（別紙第２号様式）により甲に対して次の事項を連絡するものとする。 

(1) 組合員の名称、所在地 

(2) 連絡窓口、連絡方法 

(3) 物資の種類、数量、提供可能時期 

(4) その他必要な事項 

３ 乙から前項の連絡を受けた後、甲は、前項の承諾をした乙の組合員（以下「組合員」

という。）と物資の調達に必要な基本的条件について協議するものとする。 

 

（供給物資の範囲） 

第３条 前条の物資の種類は、別表に掲げるものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第４条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が組合員と協議の上、指定するものとし、引

渡し場所までの物資の運搬は、原則として組合員が行うものとする。ただし、組合員の

運搬が困難な場合は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 
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３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 組合員は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第３号

様式）により甲に報告するものとする。 

 

（費  用） 

第５条 甲の要請により組合員が供給した物資及び運搬等の費用は、甲または甲の指定す

る地方自治体が負担するものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引につい

ては取引時の適正な価格）によるものとする。 

３ 組合員は、前項の経費等を集計し、積算根拠を示す資料を添付して、甲または甲の指

定する地方自治体に請求するものとする。 

４ 甲または甲の指定する地方自治体は、前項の規定による適法な請求書を受理したとき

は、速やかに支払うものとする。 

 

（連絡責任者の報告及び連絡体制の確立） 

第６条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者

報告書」（別紙第４号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直

ちに相手方に報告するものとする。 

２ 乙は、災害時において甲の要請に即応するため、組合員に対する連絡体制の確立を図

るものとする。 

 

（情報の共有等） 

第７条 甲と乙は、本協定に定める事項の円滑な実施を図るため、情報を共有するととも

に、必要な連絡及び調整を行うものとする。 

２ 甲は、必要があると認めるときは、乙に対し、組合員の生産能力及び災害時の連絡体

制等について報告を求めることができる。 

３ 乙は、日頃より、本協定の趣旨及び手続等についての組合員の理解を深めるよう努力

するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、組合員が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として

通行できるように支援するものとする。 

 

（協  議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協

議して定めるものとする。 

 

（効  力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日ま

でに、双方いずれとも意志表示がないときは、更新されたものとする。 
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（解  約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日 1 ヶ月前までに書面により

相手方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を

保有する。 

 

平成 26 年 11 月 10 日 

 

甲  長崎市江戸町２番 13 号 

長崎県知事  中村 法道 

 

乙  福岡県福岡市博多区博多駅東２丁目４－16 

南日本段ボール工業組合 

理事長  児島 圭多朗 
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(4) ⑪ 災害時における物資の供給に関する協定書 

（県福祉保健課：マックスバリュ：イオン：イズミ：セブンイレブン： 

ファミリ－マ－ト：ロ－ソン：コメリ：サントリ－フ－ズ：伊藤園： 

南日本段ボール工業組合：ナフコ） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と株式会社ナフコ（以下「乙」という。）とは、災害発生時

等における災害救助に必要な物資（以下「物資」という。）の調達および供給に関し、次のと

おり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（要請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、供給が可能な物資の供給を要請するこ

とができる。 

（１）長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（２）長崎県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、物資の調達斡旋を要請さ

れたとき、または救援の必要があるとき。 

 

（供給物資の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する物資は、別表に掲げる物資のうち、要請時点で乙が供給可

能な物資とする。ただし、物流ラインの断絶等により物資が供給できない場合があること

を勘案して、乙にて物資調達の可否・日時・種類・個数を決定することを甲は了承する。 

 

（要請の方法） 

第３条 第１条の要請は、「災害時における物資の供給に関する要請書」（別紙第１号様式）

をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法をもっ

て要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第４条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置を

とるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（物資の運搬、引渡し） 

第５条 物資の引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引渡し場

所までの物資の運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合

は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し物資を確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、物資の引渡しが終了した後、速やかに「物資供給完了報告書」（別紙第２号様式）

により甲に報告するものとする。 

 

（費用） 

第６条 乙が供給した物資の費用（第５条第１項により乙が物資の運搬を行った場合はその

費用を含む）は、甲または甲の指定する地方自治体が負担するものとし、乙からの請求後、

速やかに乙の指定する口座に振込により支払うものとする。 
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２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引について

は取引時の適正な価格）によるものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ち

に相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が物資を運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として通行で

きるように支援するものとする。 

 

（協議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

（効力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、双方いずれとも意思表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日１ヶ月前までに書面により相

手方に通知するものとする。 

 

 この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成３０年２月２８日  

 

                                   

甲  長崎市尾上町３番１号 

長崎県知事  中 村 法 道 

 

 

乙  福岡県北九州市小倉北区魚町２丁目６番１０号 

株式会社ナフコ 

代表取締役   石 田 卓 巳  
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(5) ① 災害時における物資の保管等に関する協定書 
（県福祉保健課：長崎県倉庫協会：長崎県冷蔵倉庫協会〉 

 

長崎県（以下「甲」という。）と長崎県倉庫協会（以下「乙」という。）は、災害発生時等

または災害が発生するおそれがある場合の緊急・救援輸送にかかる物資（以下「物資」とい

う。）の保管に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（趣  旨） 

第１条 本協定は、地震、風水害等の災害が発生し、または発生するおそれがある場合にお

いて、甲から乙に対して行う物資の保管等の要請に関する必要事項を定める。 

 

（要請及び手続き） 

第２条 甲は、物資を保管する上で、乙の応援が必要と認めるときは、乙に対し、次に掲げ

る事項を明示して、文書により要請する。但し、文書をもって要請するいとまがないとき

は、口答で要請し、その後、速やかに文書を提出する。 

（1）災害の状況及び応援を要請する事由 

（2）必要とする保管倉庫の地域 

（3）応援を必要とする期間 

（4）主な保管品目及び数量 

（5）その他参考となる事項 

２ 甲は、前項に掲げる措置のほか、物資の保管管理等を実施する上で、乙の応援を必要と

認めるときは、乙に対し、物資の保管等に関する助言を行う物流専門家の災害対策本部ま

たは関係市町等への派遣を要請する。 

 

（物資保管協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な事由がない限り、これ

に協力し、物資の保管または物流の専門家の派遣を行うものとする。 

 

（報  告） 

第４条 乙は、第２条第１項の要請に対し、甲に対して次に掲げる事項を文書により報告す

る。但し、文書をもって報告するいとまがないときは、口答で報告し、その後、速やかに

文書を提出する。 

（1）物資の保管を行う事業者名（必要とする保管倉庫の場所に倉庫事業者がないときはその

旨） 

（2）保管倉庫の所在地、名称、面積 

（3）保管期間 

（4）保管品目及び数量 

（5）その他必要な事項 

２ 乙は、第２条第２項の要請に対し、甲に対して次に掲げる事項を文書により報告する。 

（1）派遣するものの所属及び氏名 

（2）派遣期間及び派遣場所 

（3）その他必要な事項 
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（入出庫手続） 

第５条 物資の寄託者は甲とし、物資の入庫及び出庫の手続きは事業者の定める方法に基づ

き行うものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 物資の保管に要した費用（保管料、荷役料、その他特別に要した経費）は、甲が負

担する。 

２ 前項の費用は、災害発生時における長崎県内の同種の事業者が定める料金を基準として、

甲乙協議の上、決定する。 

３ 第２条第２項の規定による派遣に要した費用に関する甲の負担額は、甲乙協議の上、決

定する。 

４ 乙は前２項の協議を行うにあたり、第４条第１項第１号の事業者及び第４条第２項第１

号の派遣者の同意を得なければならない。 

 

（保管料等の支払い） 

第７条 甲は、前条の規定に基づき乙から保管料等の請求があった場合は、その日から起算

して３０日以内に乙に支払うものとする。但し、予算措置を必要とする場合は、予算措置

後３０日以内に支払うものとする。 

 

（事故等） 

第８条 事故の発生等により第４条第１項第１号の事業者による物資の保管の継続が困難と

なった場合は、乙は、速やかに他の倉庫を提供するなど必要な措置を講じ、物資の継続保

管に努める。 

 

（関係市町との連絡調整） 

第９条 本協定に基づく物資の保管及び物流専門家の派遣にかかる業務の実施にあたり、関

係市町との必要な連絡調整は、原則として甲が行うものとする。 

 

（情報共有） 

第 10 条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施にあたり、必要な情報の共有に努めるもの

とする。 

 

（連絡責任者） 

第 11 条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第１号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに

相手方に報告するものとする。 

 

（有効期間） 

第 12 条 本協定の有効期間は、協定締結日から平成２３年３月３１日までとする。ただし、

有効期間満了日までに、甲及び乙のいずれかが文書による意思表示をしないときは、１年

間継続するものとし、それ以降も同様に取り扱うものとする。 
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（協定の解除及び改定） 

第 13 条 本協定は、甲または乙のいずれか一方が申し出たときは、甲乙協議して、協定の解

除または改定することができるものとする。 

 

（協  議） 

第 14 条 本協定に定めがない事項について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

平成 22 年７月９日 

 

                            甲  長崎市江戸町２－１３ 

                         長崎県知事  中村 法道 

 

                            乙  長崎市元船町１４－３８ 

                        長崎県倉庫協会 

                         会  長  辻  宏成 
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別紙第１号様式                   平成  年  月  日 

 

連絡責任者報告書 
 

団体名【     】 

 

１ 連絡責任者 

 担当部署   

 役職・氏名   

    ＴＥＬ   

    ＦＡＸ   

       

２ 時間外及び休日の連絡先 

〈第１連絡先〉 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

ＦＡＸ   

携帯電話番号   

〈第２連絡先〉 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

ＦＡＸ   

携帯電話番号   

〈第３連絡先〉 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

ＦＡＸ   

携帯電話番号   

 

３ 勤務時間及び休日 

・ 勤務時間：  

・ 休  日：  

 

（目的外使用の禁止） 

「災害時における物資の保管等に関する協定書」に記載する活動以外に利用しないこと。 
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(5) ② 災害時における物資の保管等に関する協定書 
（県福祉保健課：長崎県倉庫協会：長崎県冷蔵倉庫協会〉 

 

長崎県（以下「甲」という。）と長崎県冷蔵倉庫協会（以下「乙」という。）は、災害発生

時等または災害が発生するおそれがある場合の緊急・救援輸送にかかる物資（以下「物資」

という。）の保管に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（趣旨） 

第１条 本協定は、地震、風水害等の災害が発生し、または発生するおそれがある場合にお

いて、甲から乙に対して行う物資の保管等の要請に関する必要事項を定める。 

 

（要請及び手続き） 

第２条 甲は、物資を保管する上で、乙の応援が必要と認めるときは、乙に対し、次に掲げ

る事項を明示して、文書により要請する。但し、文書をもって要請するいとまがないとき

は、口答で要請し、その後、速やかに文書を提出する。 

（1）災害の状況及び応援を要請する事由 

（2）必要とする保管倉庫の地域 

（3）応援を必要とする期間 

（4）主な保管品目及び数量 

（5）その他参考となる事項 

２ 甲は、前項に掲げる措置のほか、物資の保管管理等を実施する上で、乙の応援を必要と

認めるときは、乙に対し、物資の保管等に関する助言を行う物流専門家の災害対策本部ま

たは関係市町等への派遣を要請する。 

 

（物資保管協力の実施） 

第３条 乙は、前条の規定により甲から要請を受けたときは、特別な事由がない限り、これ

に協力し、物資の保管または物流の専門家の派遣を行うものとする。 

 

（報告） 

第４条 乙は、第２条第１項の要請に対し、甲に対して次に掲げる事項を文書により報告す

る。但し、文書をもって報告するいとまがないときは、口答で報告し、その後、速やかに

文書を提出する。 

（1）物資の保管を行う事業者名（必要とする保管倉庫の場所に倉庫事業者がないときはその

旨） 

（2）保管倉庫の所在地、名称、面積 

（3）保管期間 

（4）保管品目及び数量 

（5）その他必要な事項 

２ 乙は、第２条第２項の要請に対し、甲に対して次に掲げる事項を文書により報告する。 

（1）派遣するものの所属及び氏名 

（2）派遣期間及び派遣場所 

（3）その他必要な事項 
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（入出庫手続） 

第５条 物資の寄託者は甲とし、物資の入庫及び出庫の手続きは事業者の定める方法に基づ

き行うものとする。 

 

（経費の負担） 

第６条 物資の保管に要した費用（保管料、荷役料、その他特別に要した経費）は、甲が負

担する。 

２ 前項の費用は、災害発生時における長崎県内の同種の事業者が定める料金を基準として、

甲乙協議の上、決定する。 

３ 第２条第２項の規定による派遣に要した費用に関する甲の負担額は、甲乙協議の上、決

定する。 

４ 乙は前２項の協議を行うにあたり、第４条第１項第１号の事業者及び第４条第２項第１

号の派遣者の同意を得なければならない。 

 

（保管料等の支払い） 

第７条 甲は、前条の規定に基づき乙から保管料等の請求があった場合は、その日から起算

して３０日以内に乙に支払うものとする。但し、予算措置を必要とする場合は、予算措置

後３０日以内に支払うものとする。 

 

（事故等） 

第８条 事故の発生等により第４条第１項第１号の事業者による物資の保管の継続が困難と

なった場合は、乙は、速やかに他の倉庫を提供するなど必要な措置を講じ、物資の継続保

管に努める。 

 

（関係市町との連絡調整） 

第９条 本協定に基づく物資の保管及び物流専門家の派遣にかかる業務の実施にあたり、関

係市町との必要な連絡調整は、原則として甲が行うものとする。 

 

（情報共有） 

第１０条 甲及び乙は、本協定に基づく業務の実施にあたり、必要な情報の共有に努めるも

のとする。 

 

（連絡責任者） 

第１１条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者

報告書」（別紙第１号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ち

に相手方に報告するものとする。 

 

（有効期間） 

第１２条 本協定の有効期間は、協定締結日から平成２３年３月３１日までとする。ただし、

有効期間満了日までに、甲及び乙のいずれかが文書による意思表示をしないときは、１年

間継続するものとし、それ以降も同様に取り扱うものとする。 
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（協定の解除及び改定） 

第１３条 本協定は、甲または乙のいずれか一方が申し出たときは、甲乙協議して、協定の

解除または改定することができるものとする。 

 

（協議） 

第１４条 本協定に定めがない事項について疑義が生じたときは、その都度、甲乙協議の上、

定めるものとする。 

 

 

本協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有

する。 

 

平成 22 年７月９日 

 

                            甲  長崎市江戸町２－１３ 

                         長崎県知事  中村 法道 

 

                            乙  長崎市京泊３丁目３－１－Ｂ－１ 

                        長崎県冷蔵倉庫協会 

                         会  長  阿部 浩明 
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別紙第１号様式                   平成  年  月  日 

 

連絡責任者報告書 
 

団体名【     】 

 

１ 連絡責任者 

 担当部署   

 役職・氏名   

    ＴＥＬ   

    ＦＡＸ   

       

２ 時間外及び休日の連絡先 

〈第１連絡先〉 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

ＦＡＸ   

携帯電話番号   

〈第２連絡先〉 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

ＦＡＸ   

携帯電話番号   

〈第３連絡先〉 

役職・氏名   

ＴＥＬ   

ＦＡＸ   

携帯電話番号   

 

３ 勤務時間及び休日 

・ 勤務時間：  

・ 休  日：  

 

（目的外使用の禁止） 

「災害時における物資の保管等に関する協定書」に記載する活動以外に利用しないこと。 
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(6) 災害時における仮設トイレの供給に関する協定書 
（県福祉保健課：㈱ニッケン長崎営業所） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と（株）レンタルのニッケン長崎営業所（以下「乙」という。）

とは、災害発生時等における仮設トイレの調達および供給に関し、次のとおり協定（以下「本

協定」という。）を締結する。 

 

（要 請） 

第１条 甲は、次に掲げる場合において、乙に対し、仮設トイレの供給を要請することがで

きる。 

（1）長崎県内に災害が発生し、または発生するおそれがあるとき。 

（2）長崎県外の災害について、国及び関係都道府県知事から、仮設トイレの調達斡旋を要請

されたとき、または救援の必要があるとき。 

 

（要請の方法） 

第２条 第１条の要請は、「災害時における仮設トイレの供給に関する要請書」（別紙第１号

様式）をもって行なうものとする。ただし、緊急を要する場合は、電話又はその他の方法

をもって要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

 

（要請に基づく乙の措置） 

第３条 第１条の要請を受けたときは、乙はその要請事項を速やかに実施するための措置を

とるとともに、その措置の状況を甲に連絡するものとする。 

 

（運搬、引渡し） 

第４条 仮設トイレの引渡し場所、運搬経路は、甲が乙と協議の上、指定するものとし、引

渡し場所までの運搬は、原則として乙が行うものとする。ただし、乙の運搬が困難な場合

は、甲または甲の指定する者が行うものとする。 

２ 甲は、当該場所に職員を派遣し確認のうえ引き取るものとする。 

３ 甲は、前項による引き取りを甲の指定する者に代行させることができる。 

４ 乙は、引渡しが終了した後、速やかに「仮設トイレ供給完了報告書」（別紙第２号様式）

により甲に報告するものとする。 

 

（費 用） 

第５条 乙が供給した仮設トイレの費用（運搬及び据付費用を含む。）は、甲または甲の指定

する地方自治体が負担するものとし、乙からの請求後、速やかに支払うものとする。 

２ 前項に規定する費用は、災害発生直前における適正な価格（災害発生前の取引について

は取引時の適正な価格）によるものとする。 

 

（管 理） 

第６条 甲は、乙から借り受けた仮設トイレを適切に管理するものとし、借受期間中に紛失、 
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破損等した場合は、乙と別途協議のうえ、補修費等を負担するものとする。 

 

（連絡責任者の報告） 

第７条 甲と乙は、本協定の成立にかかる連絡責任者を協定締結後速やかに「連絡責任者報

告書」（別紙第３号様式）により相手方に報告するものとし、変更があった場合には直ちに

相手方に報告するものとする。 

 

（車両の通行） 

第８条 甲は、乙が仮設トイレを運搬及び供給する際には、車両を緊急又は優先車両として

通行できるように支援するものとする。 

 

（協 議） 

第９条 この協定に関し、疑義または定めのない事項が生じたときは、その都度、甲乙協議

して定めるものとする。 

 

（効 力） 

第 10 条 本協定の有効期間は、協定締結日から１年間とする。ただし、有効期間満了日まで

に、双方いずれとも意志表示がないときは、更新されたものとする。 

 

（解 約） 

第 11 条 本協定を解約する場合は、甲乙いずれか一方が解約日１ヶ月前までに書面により相

手方に通知するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保

有する。 

 

 

平成 19 年９月 21 日 

 

                   甲  長崎市江戸町２－13 

                       長崎県知事  金 子  原二郎 

 

                   乙  西彼杵郡時津町野田郷 999－１ 

                       株式会社レンタルのニッケン長崎営業所 

                        所  長  前 田  幸 治 
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(7) 災害時における福祉用具等の供給に関する協定書 
（県福祉保健課：（一社）日本福祉用具供給協会） 

 

 

長崎県（以下「甲」という。）と一般社団法人日本福祉用具供給協会（以下「乙」という。）

とは、災害時における介護用品・衛生用品等の福祉用具等（以下「福祉用具等」という。）の

供給に関して、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎県において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害時」という。）

が発生した場合に、甲が乙の協力を得て、避難所等において必要とされる福祉用具等を円

滑に確保できるようにすることを目的とする。 

 

（福祉用具等の範囲） 

第２条 甲が乙に供給を要請する福祉用具等は、別表に掲げるもののうち、要請時点で乙が

供給可能な物資とする。 

２ 乙は、甲の要請があったときは、前項により定めた福祉用具等以外の物資の供給につい

ても可能な範囲で協力するものとする。 

 

（協力の要請） 

第３条 甲は、災害時において、緊急に福祉用具等の確保を図る必要があるときは、乙に対

してその保有する福祉用具等の供給について協力を要請することができる。 

２ 前項の規定による要請は、福祉用具等供給要請書（第１号様式）により行うものとする。

ただし、緊急を要するときは口頭で要請し、その後、速やかに要請書を提出するものとす

る。 

 

（供給方法） 

第４条 乙は、甲から福祉用具等の供給要請がなされた場合は、一般社団法人日本福祉用具

供給協会長崎県ブロック管内から供給するものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、長崎県ブロック管内からの供給が困難な場合であっても、乙

は、長崎県ブロック以外から福祉用具等を供給するものとする。 

 

（運搬及び引渡し） 

第５条 福祉用具等の引き渡し場所は、甲乙協議の上で定めるものとし、引き渡し場所まで

の運搬は、原則として乙又は乙の指定するものが行うものとする。但し、乙による運搬が

困難な場合は、別に甲が指定するものが行うものとする。 

２ 甲は、引き渡し場所に職員又は甲の指名するものを派遣し、物資を確認の上、引渡しを

うけるものとする。 

 

（福祉用具等の適合確認） 

第６条 福祉用具等の適合確認は、甲の要請に対し必要に応じて、乙の福祉用具専門相談員

が、現地の状況や災害時要支援者の状態に合わせて行うものとする。 

 

（車両の通行） 

第７条 甲は、乙が福祉用具等を運搬又は供給する際には、警察等の関係機関への連絡を行

い、乙の車両を緊急通行車両として通行できるように支援するものとする。また甲は、乙
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が燃料や車両等の輸送手段の確保が困難な場合には協力を行うものとする。 

 

（配慮事項） 

第８条 甲は、乙に第３条の規定に基づき協力要請を行う場合は、各種警報、避難勧告その

他立入制限が出されている地域への要請を避けるなど、輸送業務従事者及び福祉用具等の

設置に従事する乙の福祉用具専門相談員の生命の安全に配慮するものとする。 

 

（報告） 

第９条 乙は、福祉用具等を供給したときは、福祉用具等供給完了報告書（第２号様式）に

より甲に報告するものとする。但し、緊急を要するときは口頭により甲に報告し、その後、

速やかに報告書を提出するものとする。 

 

（費用負担） 

第 10 条 乙が協力に要した費用（福祉用具等の価格及び配送費用等）は、甲が負担する。 

２ 前項の費用は、災害発生時直前における適正価格を標準として、甲乙間で協議の上、決

定するものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第 11 条 乙は、前条の費用について、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項により請求があったときは、内容を確認し、甲の関係規程に基づき、その費

用を乙に支払うものとする。 

 

（損害の負担） 

第 12 条 この協定に基づく協力の実施にあたり、物品の紛失や福祉用具等が原因となる事

故により生じた損害については、その賠償の責について、甲乙間で協議して定めるものと

する。 

 

（市町による協力要請） 

第 13 条 甲は、被災市町から福祉用具等の供給に関する協力依頼があった場合は、乙に対

して、福祉用具等の供給を要請することができる。 

２ 前項の規定により乙が甲から要請を受けた場合における事務の処理については、第３条

から前条までの規定を準用する。この場合において、第３条から前条までの規定中「甲」

とあるのは「被災市町」と、第１０条第２項及び第１２条中「甲乙間」とあるのは「被災

市町と乙との間」と読み替えるものとする。 

３ 被災市町が乙と、この協定と同様の協定を締結している場合には、前２項の規定は適用

しない。  
 

（連絡体制の整備） 

第 14 条 甲及び乙は、この協定の実施に関する事務を円滑に進めるため、連絡体制の整備

について、常に点検、改善に努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 15 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、協定期

間が満了する１ヶ月前までに、甲乙いずれからも解除又は変更の申し出がないときは、１

年間延長されたものとみなし、以降もまた同様とする。 
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（協議） 

第 16 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について、疑義が生じた場合は、

誠意をもって甲乙協議の上、決定する。 

 

 

 この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を 

保有する。 

 

平成３０年２月２８日  

 

甲 長崎市尾上町３番１号 

長崎県知事 中 村  法 道  

 

 

乙 東京都港区浜松町２－７－１５ 

  一般社団法人 日本福祉用具供給協会 

                  理 事 長 小 野 木 孝 二 
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(8) ① 災害時における救援物資の荷捌き及び輸送等
に関する協定書 

（県福祉保健課：日本通運㈱長崎支店：ヤマト運輸㈱長崎主管支店： 

佐川急便㈱九州支店） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と日本通運株式会社長崎支店（以下「乙」という。）は、次

のとおり、災害時における救援物資の荷捌き及び輸送等に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎県において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）

が発生した場合に、甲が乙の協力を得て、災害応急対策に必要な食料品や生活必需品など

の救援物資の荷捌き及び輸送業務が迅速かつ円滑に実施できるようにすることを目的とす

る。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において、第４条に掲げる業務を遂行するため必要があるときは、乙

に対し協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、業務依頼書（第１号様式）により業務の内容を指定して行う。

ただし、業務依頼書で要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに業

務依頼書を送付するものとする。 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、

可能な限り速やかに協力を行うよう努めるものとする。 

２ 乙は、前項の業務を完了した場合は、業務報告書（第２号様式）により、その業務内容

を甲に報告するものとする。 

 

（協力の内容） 

第４条 この協定により、甲が乙に対し、協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）甲が指定する救援物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に関する荷役の提供と荷

捌き業務等を総括する指導者の派遣 

（２）甲が指定する救援物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に必要となる機器（ロー

ルボックス、平パレット、フォークリフト等）の貸与とその操作者の派遣 

（３）甲が指定する救援物資の集積拠点と他の集積拠点または各避難所間の物資の輸送 

（４）救援物資集積拠点としての営業所等の活用 

（５）その他、甲が必要と認める事項 

 

（車両の運行への配慮） 

第５条 甲は、乙が前条の業務を行う際には、車両を優先車両として通行できるように配慮

するものとする。 

２ 甲は、車両の運行に支障をきたさないよう、関係機関と連携して安全確保に努め、必要

に応じて乙へ指示するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 第３条第１項の規定により、乙が実施した業務に要した経費は、甲が負担する。 

２ 前項の費用は、災害救助法等の定めのあるものを除くほかは、災害時における救援物資
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の荷捌き及び輸送にかかる合理的な範囲内で、甲乙間で協議の上、決定するものとする。 

（費用の請求及び支払い） 

第７条 乙は、前条の費用について、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項により請求があったときは、内容を確認し、甲の関係規程に基づき、その費

用を乙に支払うものとする。 

 

（従事者の損害補償） 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、

負傷し、または疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に

定めるところによるものとする。 

 
（市町による支援物資輸送に係る要請） 

第９条 甲は、被災市町から救援物資の荷捌き及び輸送等に関する協力の依頼があった場合

は、乙に対して当該依頼に係る業務の一部又は全部を要請することができる。 

２ 前項の規定により乙が甲から要請を受けた場合における事務の処理については、第２条

から前条までの規定を準用する。この場合において、第２条から前条までの規定中「甲」

とあるのは「被災市町」と、第６条第２項中「甲乙間」とあるのは「被災市町と乙との間」

と読み替えるものとする。 

３ 被災市町が乙と、この協定と同様の協定を締結している場合には、前２項の規定は適用

しない。  
 

（連絡体制の整備） 

第 10 条 甲及び乙は、この協定の実施に関する事務を円滑に進めるため、連絡体制の整備

について、常に点検、改善に努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、協定期

間が満了する１ヶ月前までに、甲乙いずれからも解除又は変更の申し出がないときは、１

年間延長されたものとみなし、以降もまた同様とする。 

 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について、疑義が生じた場合は、

誠意をもって甲乙協議の上、決定する。 

 

 以上、この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その  

１通を保有する。 

 

平成３０年２月２８日  

 

 

甲 長崎市尾上町３番１号 

長崎県知事 中 村  法 道  

 

 

乙 長崎市岩川町６番５号 

  日本通運株式会社長崎支店 

  支 店 長  後 藤 文 雄 



 

- 104 - 

 

(8) ② 災害時における救援物資の荷捌き及び輸送等
に関する協定書 

（県福祉保健課：日本通運㈱長崎支店：ヤマト運輸㈱長崎主管支店： 

佐川急便㈱九州支店） 

 

長崎県（以下「甲」という。）とヤマト運輸株式会社長崎主管支店（以下「乙」という。）

は、次のとおり、災害時における救援物資の荷捌き及び輸送等に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎県において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）

が発生した場合に、甲が乙の協力を得て、災害応急対策に必要な食料品や生活必需品など

の救援物資の荷捌き及び輸送業務が迅速かつ円滑に実施できるようにすることを目的とす

る。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において、第４条に掲げる業務を遂行するため必要があるときは、乙

に対し協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、業務依頼書（第１号様式）により業務の内容を指定して行う。

ただし、業務依頼書で要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに業

務依頼書を送付するものとする。 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、

可能な限り速やかに協力を行うよう努めるものとする。 

２ 乙は、前項の業務を完了した場合は、業務報告書（第２号様式）により、その業務内容

を甲に報告するものとする。 

 

（協力の内容） 

第４条 この協定により、甲が乙に対し、協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）甲が指定する救援物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に関する荷役の提供と荷

捌き業務等を総括する指導者の派遣 

（２）甲が指定する救援物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に必要となる機器（ロー

ルボックス、平パレット、フォークリフト等）の貸与とその操作者の派遣 

（３）甲が指定する救援物資の集積拠点と他の集積拠点または各避難所間の物資の輸送 

（４）救援物資集積拠点としての営業所等の活用 

（５）その他、甲が必要と認める事項 

 

（車両の運行への配慮） 

第５条 甲は、乙が前条の業務を行う際には、車両を優先車両として通行できるように配慮

するものとする。 

２ 甲は、車両の運行に支障をきたさないよう、関係機関と連携して安全確保に努め、必要

に応じて乙へ指示するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 第３条第１項の規定により、乙が実施した業務に要した経費は、甲が負担する。 

２ 前項の費用は、災害救助法等の定めのあるものを除くほかは、災害時における救援物資
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の荷捌き及び輸送にかかる合理的な範囲内で、甲乙間で協議の上、決定するものとする。 

 

（費用の請求及び支払い） 

第７条 乙は、前条の費用について、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項により請求があったときは、内容を確認し、甲の関係規程に基づき、その費

用を乙に支払うものとする。 

 

（従事者の損害補償） 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、

負傷し、または疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に

定めるところによるものとする。 

 
（市町による支援物資輸送に係る要請） 

第９条 甲は、被災市町から救援物資の荷捌き及び輸送等に関する協力の依頼があった場合

は、乙に対して当該依頼に係る業務の一部又は全部を要請することができる。 

２ 前項の規定により乙が甲から要請を受けた場合における事務の処理については、第２条

から前条までの規定を準用する。この場合において、第２条から前条までの規定中「甲」

とあるのは「被災市町」と、第６条第２項中「甲乙間」とあるのは「被災市町と乙との間」

と読み替えるものとする。 

３ 被災市町が乙と、この協定と同様の協定を締結している場合には、前２項の規定は適用

しない。  
 

（連絡体制の整備） 

第 10 条 甲及び乙は、この協定の実施に関する事務を円滑に進めるため、連絡体制の整備

について、常に点検、改善に努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、協定期

間が満了する１ヶ月前までに、甲乙いずれからも解除又は変更の申し出がないときは、１

年間延長されたものとみなし、以降もまた同様とする。 

 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について、疑義が生じた場合は、

誠意をもって甲乙協議の上、決定する。 

 

 以上、この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その  

１通を保有する。 

 

平成３０年２月２８日  

 

甲 長崎市尾上町３番１号 

長崎県知事  中 村  法 道  

 

 

乙 大村市今津町３１５番地 

  ヤマト運輸株式会社 長崎主管支店 

  支 店 長  藤 岡  勝 也 
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(8) ③ 災害時における救援物資の荷捌き及び輸送等
に関する協定書 

（県福祉保健課：日本通運㈱長崎支店：ヤマト運輸㈱長崎主管支店： 

佐川急便㈱九州支店） 

 

長崎県（以下「甲」という。）と佐川急便株式会社九州支店（以下「乙」という。）は、次

のとおり、災害時における救援物資の荷捌き及び輸送等に関する協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、長崎県において地震、風水害等の大規模災害（以下「災害」という。）

が発生した場合に、甲が乙の協力を得て、災害応急対策に必要な食料品や生活必需品など

の救援物資の荷捌き及び輸送業務が迅速かつ円滑に実施できるようにすることを目的とす

る。 

 

（協力の要請） 

第２条 甲は、災害時において、第４条に掲げる業務を遂行するため必要があるときは、乙

に対し協力を要請する。 

２ 前項の規定による要請は、業務依頼書（第１号様式）により業務の内容を指定して行う。

ただし、業務依頼書で要請するいとまがないときは、口頭で要請し、その後、速やかに業

務依頼書を送付するものとする。 

 

（協力の実施） 

第３条 乙は、前条の要請を受けたときは、乙の営業に支障のない範囲において、甲に対し、

可能な限り速やかに協力を行うよう努めるものとする。 

２ 乙は、前項の業務を完了した場合は、業務報告書（第２号様式）により、その業務内容

を甲に報告するものとする。 

 

（協力の内容） 

第４条 この協定により、甲が乙に対し、協力を要請する業務は、次のとおりとする。 

（１）甲が指定する救援物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に関する荷役の提供と荷

捌き業務等を総括する指導者の派遣 

（２）甲が指定する救援物資の集積拠点における物資の荷捌き業務に必要となる機器（ロー

ルボックス、平パレット、フォークリフト等）の貸与とその操作者の派遣 

（３）甲が指定する救援物資の集積拠点と他の集積拠点または各避難所間の物資の輸送 

（４）救援物資集積拠点としての営業所等の活用 

（５）その他、甲が必要と認める事項 

 

（車両の運行への配慮） 

第５条 甲は、乙が前条の業務を行う際には、車両を優先車両として通行できるように配慮

するものとする。 

２ 甲は、車両の運行に支障をきたさないよう、関係機関と連携して安全確保に努め、必要

に応じて乙へ指示するものとする。 

 

（費用負担） 

第６条 第３条第１項の規定により、乙が実施した業務に要した経費は、甲が負担する。 

２ 前項の費用は、災害救助法等の定めのあるものを除くほかは、災害時における救援物資
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の荷捌き及び輸送にかかる合理的な範囲内で、甲乙間で協議の上、決定するものとする。 

（費用の請求及び支払い） 

第７条 乙は、前条の費用について、甲に請求するものとする。 

２ 甲は、前項により請求があったときは、内容を確認し、甲の関係規程に基づき、その費

用を乙に支払うものとする。 

 

（従事者の損害補償） 

第８条 この協定に基づいて業務に従事した者が、この協定に基づく業務に起因して死亡し、

負傷し、または疾病にかかったときの災害補償については、労働災害に関わる関係法令に

定めるところによるものとする。 

 
（市町による支援物資輸送に係る要請） 

第９条 甲は、被災市町から救援物資の荷捌き及び輸送等に関する協力の依頼があった場合

は、乙に対して当該依頼に係る業務の一部又は全部を要請することができる。 

２ 前項の規定により乙が甲から要請を受けた場合における事務の処理については、第２条

から前条までの規定を準用する。この場合において、第２条から前条までの規定中「甲」

とあるのは「被災市町」と、第６条第２項中「甲乙間」とあるのは「被災市町と乙との間」

と読み替えるものとする。 

３ 被災市町が乙と、この協定と同様の協定を締結している場合には、前２項の規定は適用

しない。  
 

（連絡体制の整備） 

第 10 条 甲及び乙は、この協定の実施に関する事務を円滑に進めるため、連絡体制の整備

について、常に点検、改善に努めるものとする。 

 

（有効期間） 

第 11 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から１年間とする。ただし、協定期

間が満了する１ヶ月前までに、甲乙いずれからも解除又は変更の申し出がないときは、１

年間延長されたものとみなし、以降もまた同様とする。 

 

（協議） 

第 12 条 この協定に定めのない事項及びこの協定の解釈について、疑義が生じた場合は、

誠意をもって甲乙協議の上、決定する。 

 

 以上、この協定の締結を証するため、協定書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その  

１通を保有する。 

 

平成３０年２月２８日  

 

 

甲 長崎市尾上町３番１号 

長崎県知事 中 村  法 道  

 

 

乙 福岡市東区箱崎ふ頭４丁目１２番５号 

  佐川急便株式会社 九州支店 

  支 店 長  森 裕一郎 
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(9) ① 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と長崎県社会福祉法人経営者協議会（以下「乙」という。）

とは、長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基づき、

災害の発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、次のと

おり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道       

 

乙 長崎市茂里町３番２４号 

長崎県社会福祉法人経営者協議会 

会 長 佐 藤 正 明          
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(9) ② 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と長崎県老人福祉施設協議会（以下「乙」という。）とは、

長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基づき、災害の

発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、次のとおり協

定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

乙  長崎市茂里町３番２４号 

長崎県老人福祉施設協議会 

会 長  阿 比 留 志 郎 
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(9) ③ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と一般社団法人 長崎県老人保健施設協会（以下「乙」とい

う。）とは、長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基

づき、災害の発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

乙  佐世保市八幡町１番地２ 

一般社団法人 長崎県老人保健施設協会 

会 長  土 井 庸 正 
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(9) ④ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会（以下「乙」

という。）とは、長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）

に基づき、災害の発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

 

乙  島原市萩原１丁目１２３０ 

長崎県地域包括・在宅介護支援センター協議会 

会 長  辻  敏 子 
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(9) ⑤ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と長崎県認知症グループホーム連絡協議会（以下「乙」とい

う。）とは、長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基

づき、災害の発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

 

乙  島原市有明町大三東戊１２１４番地１ 

長崎県認知症グループホーム連絡協議会 

会 長  松 本 幸 雄 
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(9) ⑥ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と長崎県授産施設協議会（以下「乙」という。）とは、長崎

県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基づき、災害の発生

時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、次のとおり協定を

締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

 

乙  長崎市茂里町３番２４号 

長崎県授産施設協議会 

会 長  江 口  司 
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(9) ⑦ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と長崎県身体障害児者施設協議会（以下「乙」という。）と

は、長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基づき、災

害の発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、次のとお

り協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

 

乙  長崎市茂里町３番２４号 

長崎県身体障害児者施設協議会 

会 長  佐 藤 正 明 
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(9) ⑧ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と一般社団法人 長崎県手をつなぐ育成会（以下「乙」とい

う。）とは、長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基

づき、災害の発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、

次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

 

乙  長崎市茂里町３番２４号 

一般社団法人 長崎県手をつなぐ育成会 

会 長  竹 内 隆 伯 
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(9) ⑨ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と一般社団法人 長崎県知的障がい者福祉協会（以下「乙」

という。）とは、長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）

に基づき、災害の発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関

し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

 

乙  長崎市茂里町３番２４号 

一般社団法人 長崎県知的障がい者福祉協会 

会 長  竹 内   一 
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(9) ⑩ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と長崎県精神障がい者福祉協会（以下「乙」という。）とは、

長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基づき、災害の

発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、次のとおり協

定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

 

乙  長崎市茂里町３番２４号 

長崎県精神障がい者福祉協会 

会 長  本 田 利 峰 
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(9) ⑪ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と長崎県児童養護施設協議会（以下「乙」という。）とは、

長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基づき、災害の

発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、次のとおり協

定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

 

乙  長崎市茂里町３番２４号 

長崎県児童養護施設協議会 

会 長  安 河 内 愼 二 
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(9) ⑫ 長崎県災害派遣福祉チームの派遣に関する協定  
（県福祉保健課：長崎県社会福祉法人経営者協議会：長崎県老人福祉施設協議： 

（一社）長崎県老人保健施設協会：長崎県地域包括・在宅介護支援センター 

協議会：長崎県認知症グループホーム連絡協議会：長崎県授産施設協議会： 

長崎県身体障害児者施設協議会：（一社）長崎県手をつなぐ育成会：（一社） 

長崎県知的障がい者福祉協会：長崎県精神障がい者福祉協会：長崎県児童養護 

施設協議会：（一社）長崎県保育協会〉 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と一般社団法人 長崎県保育協会（以下「乙」という。）とは、

長崎県災害派遣福祉チーム設置運営要綱（以下「設置運営要綱」という。）に基づき、災害の

発生時の災害派遣福祉チーム（以下「長崎ＤＣＡＴ」という。）の派遣に関し、次のとおり協

定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害の発生時において、長崎ＤＣＡＴを避難所、福祉避難所（高齢者、

障害者等であって避難所での生活において特別な配慮を必要とするものを受け入れる避難

所をいう。）その他災害の発生時において特別な配慮を必要とする者を受け入れる施設（以

下「避難所等」という。）に派遣し、高齢者、障害者等要配慮者を支援することを目的とす

る。 

 

（名簿の作成） 

第２条 乙は、自らの団体に加入する施設、事業所等（以下「施設等」という。）のうち、

長崎ＤＣＡＴに協力するものについて、名簿を作成し、甲に提出する。 

 

（派遣要請等） 

第３条 甲は、設置運営要綱に基づき避難所等において要配慮者の支援活動を行う必要があ

ると判断した場合は、乙に対し長崎ＤＣＡＴの派遣を要請する。 

２ 乙は、甲から派遣要請を受けた場合は、施設等（長崎ＤＣＡＴに協力する施設等として

名簿に登録されたものに限る。以下同じ。）と調整を行い、速やかに派遣の可否を甲に報告

することとする。 

３ 甲が乙に要請する長崎ＤＣＡＴの派遣先は、原則として長崎県内とする。ただし、長崎

県外の地域で災害が発生し、国又は他の都道府県から甲に長崎ＤＣＡＴの派遣要請があっ

た場合で、甲が派遣を必要と認めたときは、長崎県外の地域への派遣を要請することがで

きる。 

 

（業務内容） 

第４条 長崎ＤＣＡＴは、避難所等において次の業務を行うこととする。 

（１）福祉ニーズの把握 

（２）福祉的トリアージ（要配慮者の状態に応じて、必要な福祉サービスが提供できるよ

う、市町等に情報提供したり、設備・体制の整った施設への移送等の必要性を判断し

たりすることをいう。） 

（３）要配慮者からの相談対応及び介護等を要する者への応急的な支援など福祉ニーズへ

の対応 

（４）福祉的観点からの避難所等における生活環境の改善支援 

（５）その他避難所等で必要な福祉支援 

２ 長崎ＤＣＡＴの構成員は、施設等の職員の身分をもって前項の業務に従事する。 
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（指揮命令） 

第５条 長崎ＤＣＡＴが業務に従事する場合の指揮命令は、甲が指定する者が行うこととす

る。 

 

（移動手段） 

第６条 長崎ＤＣＡＴの構成員の避難所等への移動手段については、原則として、施設等が

確保する。 

 

（補償） 

第７条 甲は、長崎ＤＣＡＴの業務に関連する事故に対応するため、長崎ＤＣＡＴの構成

員を対象とする傷害保険に加入し、その保険料を負担することとする。 

 

（派遣費用の負担等） 

第８条 甲の要請に基づき乙が派遣した長崎ＤＣＡＴの派遣費用（以下「費用」という。）

の負担は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。 

（１）災害救助法（昭和２２年法律第１１８号）が適用された市町等に長崎ＤＣＡＴが派遣

され、その派遣費用が災害救助費の支弁対象となる場合 災害救助法の定めるところに

より甲が費用を負担する。 

（２）前号に掲げる場合以外の場合 甲が別に定める。 

２ 甲は、長崎ＤＣＡＴの構成員として職員を派遣した施設等の長に対し、費用を支払う

ものとする。 

 

（定めのない事項等） 

第９条 この協定に定めのない事項又はこの協定について疑義が生じた場合は、甲と乙が協

議して定める。 

 

（有効期間） 

第１０条 この協定の有効期間（以下「有効期間」という。）は、この協定の締結の日から平

成３０年３月３１日までとする。ただし、有効期間満了の日の１か月前までに甲、乙のい

ずれからも何らの意思表示がなされないときは、有効期間満了の日の翌日から起算して１

年間この協定は延長されるものとし、以降も同様とする。 

 

この協定の成立を証するため、本書２通を作成し、双方記名押印のうえ各自その１通を所

持するものとする。 

 

  平成２９年８月２５日  

 

甲 長崎市江戸町２番１３号 

長崎県知事 中 村 法 道 

 

 

乙  長崎市茂里町３番２４号 

一般社団法人 長崎県保育協会 

会 長  西 川 義 文 
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(10) 災害時における棺及び葬祭用品の供給並びに遺
体の搬送に関する協定書 

（県生活衛生課：長崎県葬祭業協同組合：全日本葬祭業協同組合連合会： 

長崎県霊柩自動車協会） 

 

 長崎県（以下「甲」という。）と長崎県葬祭業協同組合（以下「乙」という。）、全日本葬

祭業協同組合連合会（以下「丙」という。）及び長崎県霊柩自動車協会（以下「丁」という。）

は、長崎県内において災害救助法（昭和 22 年法律第 118 号）が適用される災害により被害が

生じたとき（以下「災害時」という。）における棺及び葬祭用品の供給並びに遺体の搬送（以

下「葬祭用品等の供給」という。）に関し、次のとおり協定を締結する。 

 

（目的） 

第１条 この協定は、災害時に多数の死者が発生した場合における葬祭用品等の供給につい

て、乙、丙及び丁（以下「乙等」という。）の甲に対する協力に関し、必要な事項を定める

ものとする。 

 

（要請） 

第２条 甲は、災害時において被災地域の市町（以下「被災市町」という。）からの要請等に

より葬祭用品等の供給の必要が生じたと認めるときは、乙等に葬祭用品等の供給を要請す

ることができる。 

２ 甲は、前項の規定により要請する場合は、災害時における葬祭用品等の供給に関する協

力要請（様式第１号）により行うものとする。 

  ただし、文書をもって要請するいとまがないときは、甲又は被災市町等から口頭又は電

話その他の通信手段により要請し、その後速やかに文書を交付するものとする。 

３ 被災市町等から乙等に対して直接要請した場合は、甲に対して、災害時における葬祭用

品等の供給に関する協力要請報告書（様式第２号）により速やかに報告を行うものとする。 

 

（業務の実施） 

第３条 乙等は、甲から前条第１項の規定による要請を受けたときは、葬祭用品等の供給に

関する業務（以下「供給業務」という。）を実施するものとする。 

２ 乙等は、供給業務の実施にあたり、被災市町と業務の内容、方法等について、相互に協

議し確認するものとする。 

３ 乙等は、甲から前条第１項の規定による要請を受けたときは、乙等の組合員又は会員に

供給業務に従事するよう求めるものとする。 

 

（報告） 

第４条 乙等は、前条の規定により供給業務を実施し、完了したときは、甲に対して、災害

時における葬祭用品等の供給に関する実施報告書（様式第３号）により速やかに実績報告

を行うものとする。 

 

（経費の負担） 

第５条 乙等が実施した供給業務に係る経費については、甲又は被災市町が負担するものと

する。 

２ 前項の規定により甲又は被災市町が負担する経費の総額は、災害救助法に基づく基準額
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を限度にして、甲又は被災市町と乙等が協議して決定するものとする。 

 

（経費の請求） 

第６条 乙等は、供給業務が完了したときは、葬祭用品等の供給の実績を集計し、甲又は被

災市町に請求するものとする。 

 

（支援体制の整備） 

第７条 乙等は、災害時における円滑な供給業務の実施が図られるよう、広域応援体制、情

報伝達体制等の整備に努めるものとする。 

 

（連絡責任者） 

第８条 この協定に関する連絡責任者は、甲にあっては県民生活部生活衛生課長、乙にあっ

ては長崎県葬祭業協同組合理事長、丙にあっては全日本葬祭業協同組合連合会会長、丁に

あっては長崎県霊柩自動車協会会長とする。 

 

（災害時の情報提供） 

第９条 乙等は、供給業務中に現認した災害情報を甲及び被災市町に提供するものとする。 

２ 甲は、円滑な供給業務の実施が図られるよう、供給業務を実施する場所等に変更が生じ

たときは、その都度、乙等に連絡するものとする。 

 

（個人情報の保護） 

第 10 条 乙等は、この協定による業務を処理するための個人情報の取り扱いについては、別

記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならない。 

 

（協議） 

第 11 条 この協定に定めのない事項及び疑義が生じたときは、甲乙丙丁協議の上、決定する

ものとする。 

 

（協定の有効期限） 

第 12 条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から平成 26 年３月 31 日までとする。

ただし、この協定の有効期間満了の日から１か月前までに甲乙丙丁いずれからも別段の意

思表示がない場合は、有効期間満了の翌日から１年間この協定を継続するものとし、以後

も同様とする。 

 

この協定の締結を証するため、協定書４通を作成し、甲乙丙丁記名押印のうえ、各自それ

ぞれ１通を保有する。 

 

平成 25 年８月 30 日 

 

甲 長 崎 県 

  長崎県知事  中村法道 

 

乙 長崎県大村市片町 92 番地 

                         長崎県葬祭業協同組合 
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理 事 長   為永 伸夫 

 

丙 東京都港区港南二丁目４番 12 号 

                        全日本葬祭業協同組合連合会 

                        会    長   松井 昭憲 

 

丁 長崎県大村市片町 92 番地 

長崎県霊柩自動車協会 

                         会   長   為永 伸夫 
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(11) ① 地震等大規模災害時における災害廃棄物の
処理等に関する協定書 

（県資源循環推進課：(一社)長崎県産業資源循環協会： 

長崎県環境整備事業協同組合：長崎県環境保全協会） 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎県内において大規模な地震等の災害（以下「災害」という。）が発

生した場合における災害廃棄物の撤去及び収集・運搬並びに処分に関して、長崎県（以下

「甲」という。）が社団法人長崎県産業廃棄物協会（以下「乙」という。）に協力を求める

にあたって必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条  この協定において「災害廃棄物」とは、災害により損壊した建物等の解体撤去に伴っ

て発生する木くず、コンクリート塊、金属くず等の不要物及びこれらの混合物並びに災害

に伴い緊急に処理する必要が生じた廃棄物をいう。 

 

（協力要請） 

第３条  甲は、災害が発生した場合において、県内の市町・一部事務組合（以下「被災市町

等」という。）が実施する次の各号の事業（以下「災害廃棄物の処理等」という。）につい

て、被災市町等からの要請に基づいて、乙に協力を要請するものとする。 

(1) 災害廃棄物の撤去 

(2) 災害廃棄物の収集・運搬 

(3) 災害廃棄物の処分 

(4) その他前各号に伴う必要な事項 

 

（協力要請の手続き） 

第４条 甲は、協力要請にあたっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知するものと

する。ただし、文書により難い場合は口頭で要請し、後に速やかに文書で通知するものと

する。 

(1) 被災市町等の名称 

(2) 協力の要請内容 

(3) その他必要な事項 

 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第５条  乙は、第３条の規定により甲から要請があったときは、乙の会員の中から必要な人

員、車両、資機材を調達し、被災市町等が実施する災害廃棄物の処理等に可能な限り協力

するものとする。 

２  乙は、被災市町等の指示に従い、周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮して、災

害廃棄物の処理等を行うものとする。 

３  乙は、協力の内容、方法等について、必要に応じ被災市町等と協議し、確認するものと

する。 

 

（情報の提供） 

第６条  甲は、災害廃棄物の処理等の円滑な協力を得られるように、県内の被災状況、復旧
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状況等の必要な情報を乙に提供するものとする。 

２  乙は、災害廃棄物の処理等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。 

 

（実施報告） 

第７条  乙は、災害廃棄物の処理等を行ったときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲へ報

告するものとする。 

(1) 被災市町等の名称 

(2) 協力の内容 

(3) その他必要な事項 

 

（費用の負担） 

第８条  第３条の要請に基づき実施した災害廃棄物の処理等に要した費用の負担については、

乙と被災市町が協議するものとする。 

 

（損害賠償） 

第９条  第３条の要請に基づき災害廃棄物の処理等に従事した者が、死亡し、負傷し、又は

疾病にかかった場合の損害賠償については、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50

号）その他の法令の規定によるものとする。 

 

（連絡窓口） 

第 10 条  この協定の取扱い窓口は、甲においては長崎県環境部廃棄物対策課、乙においては

社団法人長崎県産業廃棄物協会事務局とする。 

 

（協議） 

第 11 条  この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項

については、その都度甲及び乙で協議のうえ定めるものとする。 

 

（適用及び効力） 

第 12 条  この協定は、平成２３年 ６月３０日から適用するものとし、甲又は乙が文書を

もって協定の終了を通知しない限り、その効力は持続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙の記名押印のうえ、各自１通

を保有するものとする。 

 

      平成23年６月30日 

 

                              甲    長崎市江戸町２番１３号 

                                      長崎県知事  中 村  法 道 

 

                              乙    長崎市魚の町１番地２３号 

                                      社団法人長崎県産業廃棄物協会 

                                          会 長  海 野    博 

                  ※現在は、一般社団法人 長崎県産業資源循環協会 
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(11) ② 地震等大規模災害時における災害廃棄物の 
処理等に関する協定書 

（県資源循環推進課：(一社)長崎県産業資源循環協会： 

長崎県環境整備事業協同組合：長崎県環境保全協会） 

 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎県内において大規模な地震等の災害（以下「災害」という。）が発

生した場合における災害廃棄物の撤去及び収集・運搬等に関して、長崎県（以下「甲」と

いう。）が長崎県環境整備事業協同組合（以下「乙」という。）に協力を求めるにあたって

必要な事項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条  この協定において「災害廃棄物」とは、災害に伴い発生するし尿、浄化槽汚泥、生

ごみ、生活ごみ等をいう。 

 

（協力要請） 

第３条  甲は、災害が発生した場合において、県内の市町・一部事務組合（以下「被災市町

等」という。）が実施する次の各号の事業（以下「災害廃棄物の処理等」という。）につい

て、被災市町等からの要請に基づいて、乙に協力を要請する。 

(1) 災害廃棄物の撤去 

(2) 災害廃棄物の収集・運搬 

(3) その他前各号に伴う必要な事項 

 

（協力要請の手続き） 

第４条 甲は、協力要請にあたっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知するものと

し、併せて関係市町へ通知するものとする。ただし、文書により難い場合は口頭で要請し、

後に速やかに文書で通知するものとする。 

(1) 被災市町等の名称 

(2) 協力の要請内容 

(3) その他必要な事項 

 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第５条  乙は、第３条の規定により甲から要請があったときは、乙の会員の中から必要な人

員、車両、資機材を調達し、被災市町等が実施する災害廃棄物の処理等に可能な限り協力

するものとする。 

２  乙は、被災市町等の指示に従い、周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮して、災

害廃棄物の処理等を行うものとする。 

３  乙は、協力の内容、方法等について、必要に応じ被災市町等と協議し、確認するものと

する。 

 

（情報の提供） 

第６条  甲は、災害廃棄物の処理等の円滑な協力を得られるように、県内の被災状況、復旧
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状況等の必要な情報を乙に提供するものとする。 

２  乙は、災害廃棄物の処理等に関し協力可能な会員の状況を甲へ報告するものとする。 

 

（実施報告） 

第７条  乙は、災害廃棄物の処理等を行ったときは、次の各号に掲げる事項を文書で甲へ報

告するものとする。 

(1) 被災市町等の名称 

(2) 協力の内容 

(3) その他必要な事項 

 

（経費負担） 

第８条  第３条の要請に基づき、乙が実施する災害廃棄物の処理等に要した費用の負担につ

いては、乙と被災市町が協議するものとする。 

 

（損害賠償） 

第９条  第３条の要請に基づき災害廃棄物の処理等に従事した者が、死亡し、負傷し、又は

疾病にかかった場合の損害賠償については、労働者災害補償保険法（昭和 22 年法律第 50

号）その他の法令の規定によるものとする。 

 

（連絡窓口） 

第 10 条  この協定の取扱い窓口は、甲においては長崎県環境部廃棄物対策課、乙においては

長崎県環境整備事業協同組合事務局とする。 

 

（協議） 

第 11 条  この協定に定める事項について疑義が生じたとき、又はこの協定に定めのない事項

については、その都度甲及び乙で協議のうえ定めるものとする。 

 

（適用及び効力） 

第 12 条  この協定は、平成２３年 ６月３０日から適用するものとし、甲又は乙が文書を

もって協定の終了を通知しない限り、その効力は持続するものとする。 

 

この協定の締結を証するため、本書２通を作成し、甲及び乙の記名押印のうえ、各自１通

を保有するものとする。 

 

      平成 23 年６月 30 日 

 

                              甲    長崎市江戸町２番１３号 

                                      長崎県知事  中 村  法 道 

 

                              乙    大村市今津町２０６番地 

                                      長崎県環境整備事業協同組合 

                                          理事長  岩 藤    守 
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(11) ③ 地震等大規模災害時における災害廃棄物の 
処理等に関する協定書 

（県資源循環推進課：(一社)長崎県産業資源循環協会： 

長崎県環境整備事業協同組合：長崎県環境保全協会） 

（趣旨） 

第１条 この協定は、長崎県内において大規模な地震等の災害（以下「災害」という。）が発

生した場合における災害廃棄物の撤去及び収集・運搬等に関して、長崎県（以下「甲」と

いう。）が長崎県環境保全協会（以下「乙」という。）に協力を求めるにあたって必要な事

項を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条  この協定において「災害廃棄物」とは、災害に伴い発生するし尿、浄化槽汚泥、生

ごみ、生活ごみ等をいう。 

 

（協力要請） 

第３条  甲は、災害が発生した場合において、県内の市町・一部事務組合（以下「被災市町

等」という。）が実施する次の各号の事業（以下「災害廃棄物の処理等」という。）につい

て、被災市町等からの要請に基づいて、乙に協力を要請する。 

(1) 災害廃棄物の撤去 

(2) 災害廃棄物の収集・運搬 

(3) その他前各号に伴う必要な事項 

 

（協力要請の手続き） 

第４条 甲は、協力要請にあたっては、次の各号に掲げる事項を文書で乙に通知するものと

し、併せて関係市町へ通知するものとする。ただし、文書により難い場合は口頭で要請し、

後に速やかに文書で通知するものとする。 

(1) 被災市町等の名称 

(2) 協力の要請内容 

(3) その他必要な事項 

 

（災害廃棄物の処理等の実施） 

第５条  乙は、第３条の規定により甲から要請があったときは、乙の会員の中から必要な人

員、車両、資機材を調達し、被災市町等が実施する災害廃棄物の処理等に可能な限り協力

するものとする。 

２  乙は、被災市町等の指示に従い、周囲の生活環境を損なわないよう十分に配慮して、災

害廃棄物の処理等を行うものとする。 

３  乙は、協力の内容、方法等について、必要に応じ被災市町等と協議し、確認するものと

する。                            

 

（情報の提供） 

第６条  甲は、災害廃棄物の処理等の円滑な協力を得られるように、県内の被災状況、復旧

状況等の必要な情報を乙に提供するものとする。 


